
eト
リ
久
局
、
。
ル

第
五
十

一
巻

第

一
読

卒
成
四
年
六
月
設
行

漢
代
更
卒
制
度
の
再
検
討

|
|
服
慶
|漬
口
読
批
剣
ー
ー
ー

渡

遺

信

良日

は

じ

め

に

一

従
来
の
更
卒
制
度
理
解
と
基
本
史
料

二
践
更
・
居
更
・
過
更
の
内
容

三
卒
更
制
度
に
つ
い
て

四
更
得
か
ら
更
賦
へ

お

わ

り

に
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t土

じ

め

漢
代
の
農
民
は
、
田
租
や
人
頭
税
た
る
算
賦

・
口
賦
な
ど
の
ほ
か
、
園
家
に
た
い
し
様
ざ
ま
な
兵
役
と
力
役
と
を
負
措
し
て
い
た
。
こ
れ
ら

兵
役
・
力
役
に
は
、
正
と
よ
ば
れ
る
二
三
歳
か
ら
五
六
歳
ま
で
の
男
子
が
一
年
間
首
都
に
の
ぼ
っ
て
宮
殿
・
官
府
な
ど
の
警
備
を
お
こ
な
う
衛

一
年
聞
の
溢
境
警
備
に
あ
た
る
成
卒
、
材
官

・
軽
車

・
棲
船
な
ど
の
地
方
郡
園
の
軍
事
勤
務
の
ほ
か
、
別
に
年
間
一
箇
月
の
地
方

1 

土
〈
卒
)
、



2 

循
役
た
る
更
卒
の
役
な
ど
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
秦
漢
期
に
は
こ
れ
ら
兵
役

・
揺
役
は
な
お
未
分
化
な
朕
態
に
あ
り
、

ま
た
時
期
的

な
制
度
の
鑓
濯
が
あ
り
、

か
つ
史
料
的
制
約
も
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
の
寅
態
解
明
に
は
数
多
く
の
困
難
と
課
題
が
存
在
す
る
。
演
口
重
園
氏
の
研

究
を
か
わ
き
り
に
戦
前

・
戦
後
を
つ
う
じ
て
、
こ
の
分
野
に
か
か
わ
る
多
く
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
輩
出
し
、
問
題
の
整
理
・
解
決
が
進
ん
で
い

年
代
後
字
以
降
、

る
。
と
く
に
根
幹
と
な
る
更
卒
制
度
に
つ
い
て
は
、
中
園
で
簡
胞
を
中
心
と
す
る
新
出
資
料
が
護
見

・
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
九
七

O

山
田
勝
芳

・
藤
田
勝
久

・
重
近
防
省
樹
諸
氏
の
研
究
が
出
て
新
た
な
展
開
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、

一
面
で
は

見
解
が
分
散

・
錯
綜
し
て
き
た
こ
と
も
事
質
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
更
卒
制
度
に
つ
い
て
は
そ
の
感
が
深
い
。
更
卒
は
、
園
家
に
た
い
す
る
農

民
の
直
接
州
労
働
に
よ
る
租
税
支
排
い
で
あ
る
と
と
も
に
、
園
家
に
よ
る
剰
徐
州
労
働
の
社
舎
的
次
元
に
お
け
る
編
成
形
態
で
も
あ
る
。
更
卒
制
度

の
と
ら
え
か
た
に
よ
っ
て
は
、
漢
代
社
舎
に
た
い
す
る
理
解
も
本
質
的
に
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

小
論
は
、
更
卒
制
度
の

中
援
を
な
す
就
役
様
式
と
そ
の
時
代
的
襲
濯
に
つ
い
て
再
検
討
を
加
え
、
更
卒
制
度
全
躍
の
見
直
し
作
業
の
て
が
か
り
を
得
ょ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
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従
来
の
更
卒
制
度
理
解
と
基
本
史
料

更
卒
制
度
に
つ
い
て
は
、

そ
の
就
役
様
式

・
就
役
期
開

・
就
役
義
務
年
限

・
更
賦
と
の
関
係
な
ど
、
多
く
の
論
貼
に
つ
い
て
様
ざ
ま
な
理
解

が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
諸
見
解
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
後
漢
末
・
三
園
期
の
注
調
伴
家
で
あ
る
如
淳
と
服
度
と
が
『
漢

書
』
に
附
し
た
解
揮
で
あ
り
、
大
別
す
れ
ば
二
設
に
枚
数
す
る
。
そ
こ
で
ま
ず
二
つ
の
代
表
的
見
解
を
提
示
し
、
そ
の
問
題
貼
を
明
ら
か
に
し

て
お
な
」
た
い
。

更
卒

・
更
賦
制
度
の
解
明
に
先
鞭
を
つ
け
た
の
は
諸
口
重
園
氏
で
あ
り
、

(
1〉

そ
の
所
設
は
通
読
的
諸
見
解
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
演
口
氏

『
史
記
』
・
『
漢
書
』
の
関
連
諸
史
料
に
見
え
る
漢
末
・
西
呂
田
期
の
諸
注
調
停
を
検
討
し
、

「首
に
更
卒
と
震
る
べ
き
を
以
て
、
銭
三
百
を
出

fi だ
す
。
こ
れ
を
過
更
と
調
う
。
自
ら
行
き
て
卒
と
焦
る
。

こ
れ
を
践
更
と
謂
う
。
」
(
『
漢
書
』
袋
三
五
奥
王
鴻
停
顔
注
〉
と
解
樺
す
る
服
度
読
に
全



面
的
に
依
接
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
理
解
し
た
。

「
漢
代
で
は
兵
役
に
在
る
者
を
除
く
一
般
庶
民
に
劃
し
て
、
毎
歳
一
ヶ
月
宛
|
|
但
し
前
漢
の

初
期
は
数
年
目
毎
に
五
ヶ
月
宛
と
定
め
た
l
l
e交
代
を
も
っ
て
更
卒
と
爵
る
義
務
を
課
し
た
。
更
卒
の
義
務
は
申
す
ま
で
も
な
く
力
役
の
義
務

で
、
こ
の
嘗
番
に
服
す
る
を
践
更
、
克
番
す
る
を
過
更
と
言
い
、
過
更
の
代
償
金
は
一
ヶ
月
に
つ
き
三
百
銭
と
規
定
さ
れ
て
い
た
よ
さ
ら
に
、

更
賦
の
語
義
に
つ
い
て
検
討
し
、
更
賦
に
は
、
①
更
卒
の
寅
役
代
償
金
す
な
わ
ち
過
更
鏡
と
、
②
更
卒
の
義
務
の
二
つ
の
語
義
が
あ
り
、

恐

ら
く
更
卒
の
貫
役
代
償
金
が
其
の
原
義
で
、
更
卒
の
義
務
の
方
は
轄
義
で
あ
ろ
う
」
と
推
測
し
、

「
遅
く
と
も
後
漢
の
順
一帝
頃
に
は
更
卒
の
役

に
は
概
ね
更
賦
を
徴
し
て
貫
役
を
強
制
し
な
く
な
っ
た
と
認
」
め
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
更
卒
の
就
役
地
が
各
自
の
在
貫
す
る
牒
内
で
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
、
唐
の
雑
径
〈
地
方
的
得
役
)
に
比
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
更
卒
が
①
一
年
一
箇
月
あ
て
の

地
方
的
絡
役
で
あ
り
、
②
そ
の
克
番
|
|
過
更
銭
は
三

O
O
銭
で
あ
っ
た
こ
と
、
更
賦
に
は
過
更
銭
三

O
O
銭
と
更
卒
義
務
の
雨
義
が
あ
り
、

後
漢
順
一帝
期
頃
に
租
税
と
し
て
一
元
化
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

「
漢
代
で
は
更
(
番
役
〉
の
履
行
形
態
に
一
一
一
種
の
態
様
が
あ
っ
た
こ
と
を
説
明
し
、

あ
り
、
第
二
に
は
他
人
を
雇
っ
て
そ
れ
を
は
た
す
場
合
の
『
践
更
』
が
あ
り
、
第
三
に
は
代
償
金
を
牧
め
て
そ
れ
を
克
除
さ
れ
る
場
合
の
『
、過

て、

第
一
に
は
自
ら
そ
れ
に
服
す
る
場
合
の
『
卒
更
』
が

- 3ー

(

2

)

 

第
二
の
見
解
は
如
淳
設
に
基
づ
く
諸
見
解
で
あ
り
、
こ
れ
を
今
目
的
に
代
表
す
る
の
が
卒
中
苓
次
氏
で
あ
る
。
卒
中
氏
は
、
如
淳
設
に
つ
い

更
』
が
あ
っ
た
こ
と
を
奉
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
履
行
形
態
に
つ
い
て
の
更
の
貫
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
」
と
要
約
し
、

「
彼
の
注
揮
に
よ
る

限
り
『
更
賦
』
は
過
更
鐘
で
あ
り
、
成
謹
三
日
の
更
の
克
役
銭
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
」
と
断
定
す
る
。
ま
た
、

『
漢
書
』
恵
一
帝

紀
に
見
え
る
軍
賦
の
寅
瞳
を
過
更
銭
た
る
更
賦
に
比
定
し
、

さ
ら
に
軍
賦
の
軍
字
を
更
字
の
誤
寓
と
し
て
、
軍
賦
H
更
賦
読
を
う
ち
だ
し
た
の

で
あ
る
。
卒
中
氏
の
問
題
闘
心
の
重
黙
は
更
賦
の
理
解
に
あ
り、

そ
の
前
提
と
し
て
如
淳
の
更
卒
制
度
理
解
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。
如
淳
|

卒
中
読
に
よ
れ
ば
、
更
卒
制
度
に
は
卒
更

・
践
更
・
過
更
の
三
種
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
過
更
鏡
が
更
賦
で
あ
り
、
そ
の
貫
韓
は
一
般
民
丁
の

成
法
三
日
の
鉱
成
で
あ
る
。
こ
の
過
更
銭
理
解
は
、
更
卒
一
箇
月
の
力
役
の
克
番
銭
と
す
る
演
口
氏
と
は
呉
な
る
賓
瞳
を
指
摘
し
た
こ
と
に
な

3 

る。
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二
つ

の
代
表
的
理
解
の
中
に
あ
っ
て
、
如
淳
設
の
批
判
的
検
討
を
通
じ
て
服
度
設
を
支
持
し
た
演
口
重
園
氏
の
所
説
が
贋
く
受
け
入
れ
ら
れ

ハ
3
)

て
お
り
、
今
日
の
通
読
を
な
し
て
い
る
。
筆
者
も
演
口
氏
に
よ
る
如
淳
読
批
判
は
そ
の
限
り
に
お
い
て
正
し
い
と
判
断
す
る
。
し
か
し
、
服
度

説
に
よ
っ
て
更
卒
制
度
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
黙
に
は
疑
問
を
感
じ
る
。
服
皮
演
口
設
に
よ
れ
ば
、
漢
代
更
卒
制
度
は
、
兵
役
就
役
者
以
外

の
成
年
男
子
(
一
一
一
一
一
歳
J
五
六
歳
〉
が
負
捲
す
る
一
年
一
箇
月
宛
の
地
方
的
径
役
で
あ
り
、
こ
れ
に
自
ら
就
役
す
る
場
合
を
践
更
、
売
役
銭
三

O

O
銭
を
納
入
し
て
克
番
す
る
の
を
遁
更
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
践
更

・
過
更
を
含
む
就
役
様
式
に
つ
い
て
の
服
度
|
演
口
設
は
、
車
純
明
快

で
あ
る
た
め
正
鵠
を
射
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。

し
か
し
問
題
は
、

い
ま
少
し
複
雑
で
あ
る
。

服
度
|
演
口
説
は
践
更

・
遁
更
の
二
つ
を
基
本
的
要
素
と
し
、
如
淳
|
卒
中
読
は
卒
更

・
践
更

・
遁
更
を
基
本
的
要
素
と
し
て
更
卒
制
度
を

く
み
た
て
て
い
る
。
こ
の
違
い
が
過
更
鎮
の
質
盟
理
解
の
相
違
に
大
き
い
影
響
を
あ
た
え
て
い
る
。
し
か
し
、
雨
設
に
は
更
卒
制
度
の
認
識
に

あ
た
っ
て
決
定
的
な
不
備
が
あ
る
。
第

一
に
南
読
を
も
含
め
て
、
従
来
の
諸
説
は
『
論
衡
』
射
短
篇

・
漢
律
件
伏
文
な
ど
に
見
え
る

「居
更
」
を

無
視
し
て
立
論
し
た
も
の
で
あ
り
、
事
買
を
単
純
化
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
卒
制
度
に
つ
い
て
は
、
践
更

・
遁
更

・
居
更
お
よ
び
そ
の

根
幹
に
あ
る
更
を
含
め
た
全
瞳
的
理
解
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
二
に
、
後
漢
末
三
園
期
の
二
人
の
注
律
家
が
か
な
り
く
い
ち
が
う
解
穣
を
く
だ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
更
卒
が
彼
ら
に
と

っ
て
も
は

や
自
明
で
は
な
い
制
度
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
、

わ
ず
か
で
は
あ
る
が
根
擦
に
す
べ
き
漠
律
扶
文
お
よ
び
そ
の
直
接

的
注
解
た
る
律
読
が
存
在
す
る
。
先
翠
諸
氏
は
、
な
ぜ
か
注
律
家
の
解
穫
の
み
を
重
覗
し
、
律
設
を
そ
の
補
助
的
史
料
と
す
る
だ
け
で
、
漢
律

を
無
覗
す
る
傾
向
に
あ
る
。
更
卒
制
度
の
再
検
討
に
あ
た
っ
て
は
、
基
礎
的
作
業
と
し
て
ま
ず
漠
律
お
よ
び
律
読
を
基
本
史
料
と
し
、

そ
の
吟

味
か
ら
展
開
す
る
の
が
安
嘗
で
あ
ろ
う
。

更
卒
制
度
に
閲
す
る
漢
律
侠
文
は
、

『
史
記
』
巻

一
O
六
呉
王
緯
列
俸
の

「卒
践
更
、
組
輿
卒
買
」
に
附
す
司
馬
貞
の
索
隠
に
つ
ぎ
の
よ
う

に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

案
ず
る
に
、
漢
律
に
、
卒
の
更
に

三
有
り
。
践
更
、
居
更
、
過
更
な
り
、
と
あ
り
(
案
漢
律
。
卒
更
有
三
。
践
更
居
更
過
更
也
。
〉
。



索
騒
が
引
用
す
る
漢
律
侠
文
は
更
卒
制
度
と
し
て
卒
更

・
践
更
・
居
更

・
遁
更
を
奉
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
践
更

・
居
更
・
遁
更
の
三
要
素

と
統
括
用
語
で
あ
る
卒
更
(
卒
の
更
〉
の
四
つ
の
要
素
か
ら
な
り
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
演
口
重
園
氏
は
、
漢
律
侠
文
を
無
視
し
、
卒

更
を
如
淳
の
誤
解
に
よ
る
非
質
在
の
用
語
と
し
て
し
り
ぞ
け
、
居
更
を
践
更
と
同
義
と
す
る
。
服
度
|
演
ロ
設
は
、
卒
更
・
践
更
・
居
更

・
遁

更
の
四
つ
の
制
度
内
容
の
う
ち
、
践
更
・
遁
更
の
み
の
解
樟
に
過
ぎ
な
い
。
劃
立
す
る
如
淳
1

卒
中
読
は
、
卒
更
・
践
更

・
過
更
の
解
樟
を
提

示
す
る
の
み
で
あ
り
、
ま
た
三
つ
を
同
列
に
お
い
て
卒
更
の
統
括
的
用
語
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
。
よ
っ
て
雨
設
は
全
瞳
的
な
卒
更
制

度
の
復
元
に
失
敗
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
更
卒
制
度
は
、
践
更

・
居
更

・
過
更
の
三
要
素
の
内
容
と
そ
れ
ら
の
相
互
連
闘
を
ふ
ま

え
た
統
括
概
念
で
あ
る
卒
更
〈
卒
の
更
)
を
理
解
し
て
始
め
て
認
識
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
律
読
侠
文
に
移
ろ
う
。

律
説
侠
文
は
如
淳
読
の
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
表
現
が
微
妙
に
異
な
る
二
つ
の
原
文
を
残
し
て
い
る
。
左
に
列
記
し
よ
う
。

同
律
読
。
卒
更
践
更
者
、
居
牒
中
、
五
月
乃
更
也
。
後
従
尉
律
、
卒
践
更
一
月
、
休
十
一
月
也
。

(
『
史
記
』
郭
解
列
停
集
解
所
引
)

ω律
説
。
卒
践
更
者
、
居
也
。
居
更
豚
中
、

五
月
乃
更
也
。
後
従
尉
律
、
卒
践
更
一
月
、
休
十
一
月
也
。

ハ
『
漢
書
』
昭
脅
紀
顔
注
所
引
〉
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傍
線
部
分
の
遣
い
を
校
訂
し
な
け
れ
ば
、
こ
の
史
料
は
理
解
で
き
な
い
。
従
来
の
諸
研
究
は
こ
の
遣
い
に
無
頓
着
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の

律
設
を
ふ
く
む
如
淳
設
が
『
史
記
』

・
『
漢
書
』
本
文
の
い
か
な
る
言
葉
の
注
穫
と
し
て
利
用
さ
れ
た
か
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
校
訂
私

案
を
つ
く
る
こ
と
に
し
た
い
。

同
の
『
史
記
』
郭
解
列
惇
集
解
は
、
本
文
「
毎
至
践
更
、
数
週
、
吏
弗
求
」
に
つ
い
て
附
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
践
更
を
注
解
す

る
も
の
と
し
て
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
冒
頭
に
「
卒
更
践
更
者
」
と
あ
る
の
も
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
制
の
『
漢
書
』
昭

一一帝
紀
顔
注
は
、
践
更
の
注
解
で
は
な
く
、
卒
更
の
解
穫
を
補
う
補
注
と
し
て
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
二
つ
の
原
文
は
践
更
と
卒
更
と
に
た

い
し
て
附
け
ら
れ
た
注
揮
で
あ
る
た
め
、
本
来
は
同
一
の
文
重
で
あ
り
な
が
ら
微
妙
な
遣
い
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
遣
い
が
ど
の
よ

う
に
し
て
生
じ
た
か
を
理
解
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
如
淳
説
全
瞳
の
構
成
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。
如
淳
は
『
漢
書
』
昭
一
帝
紀
元
鳳
四
年
正
月

5 

僚
に
見
え
る
「
遁
更
賦
未
入
者
」
を
注
解
し
て
こ
う
述
べ
て
い
る
。
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更
に
三
口
問
有
り
。
卒
更
有
り
、
践
更
有
り
、
過
更
有
り
。

と

ω古
え
は
卒
を
正
る
に
常
人
無
し
。
皆
な
嘗
に
迭
に
こ
れ
を
震
す
べ
き
こ
と
、

ω貧
者
の
顧
更
銭
を
得
ん
と
欲
す
る
者
、
次
直
の
者
、
鏡
を
出
だ
し
て
こ
れ
を
顧
う
こ
と
、

h
H

ノ。

一
月
に
し
て
一
更
、
こ
れ
を
卒
更
と
謂
う
な
り
。

月
ご
と
に
二
千
、

こ
れ
を
践
更
と
謂
う
な

ω天
下
の
人
、
皆
な
成
過
に
直
た
る
こ
と
一
一
一
日
、
亦
た
名
づ
け
て
更
と
震
す
。
律
に
所
謂
都
民
な
り
。
丞
相
の
子
と
雄
も
、
亦
た
成
法
の

調
に
在
り
。
人
人
自
ら
三
日
の
成
に
行
く
べ
か
ら
ず
。
叉
た
行
く
者
は
嘗
に
自
ら
成
す
る
こ
と
三
日
な
る
べ
き
に
、
往
き
て
便
ち
還
る
べ

か
ら
ず
。
便
に
因
り
て
住
ま
り
、
一
歳
に
し
て
一
更
す
。
諸
も
ろ
の
行
か
ざ
る
者
は
、
銭
三
百
を
出
だ
し
て
官
に
入
れ
、
官
は
以
て
成
す

る
者
に
給
す
。
こ
れ
を
過
更
と
調
う
な
り
。

ω律
説
。
卒
践
更
者
、
居
也
。
居
更
牒
中
、
五
月
乃
更
也
。
後
従
尉
律
、
卒
践
更
一
月
、
休
十
一
月
也
。

同
(
『
漢
書
』
)
食
貨
志
に
日
く
、
月
ご
と
に
更
卒
と
震
り
、
己
に
し
て
復
た
正
と
震
る
。
一
歳
屯
成
し
、
一
歳
力
役
す
る
こ
と
、
古
え
に

三
十
倍
す
、
と
。
こ
れ
漢
初
、
秦
法
に
因
り
て
こ
れ
を
行
う
な
り
。
後
ち
遂
に
改
易
し
、
誼
有
れ
ば
、
乃
ち
成
過
す
る
こ
と
一
歳
の
み
。

帥
遁
と
は
、
未
だ
更
銭
を
出
だ
さ
ざ
る
者
な
り
。
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如
淳
が
指
摘
す
る
三
種
の
更
の
う
ち
、

ωは
卒
更
の
解
説
で
あ
り
、
交
代
制
度
及
び
そ
の
義
務
期
間
一
箇
月
を
指
摘
す
る
。

ωは
践
更
の
説
明

で
あ
り
、
二
千
銭
を
支
掛
っ
て
代
行
者
に
就
役
さ
せ
る
こ
と
、

ωは
遁
更
H
H
成
溢
三
日
代
償
銭
の
読
明
で
あ
る
。
三
種
の
更
の
注
解
は
基
本
的

に
は
こ
こ
で
終
了
し
て
い
る
。
問
題
に
な
る

ωの
律
設
は
、

ωの
践
更
の
内
容
と
は
全
く
異
な
っ
て
お
り
、
践
更
の
説
明
で
な
い
こ
と
は
歴
然

と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
明
ら
か
に

ωの
卒
更
一
箇
月
の
補
注
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
仰
は
一
歳
屯
成
制
度
の
沿
革
を
述
べ
て
、

ω

の
過
更
H
成
過
三
日
代
償
銭
読
の
補
注
を
試
み
た
部
分
な
の
で
あ
る
。

如
淳
注
は
元
来
『
漢
書
』
の
注
樺
で
あ
り
、
菅
初
の
人
で
あ
る
臣
噴
の
『
漢
書
集
解
一
音
義
』
に
牧
録
さ
れ
た
の
ち
、
唐
代
に
っ
た
わ
っ
た
も

の
で
あ
る
(
顔
師
古
『
漢
書
』
絞
例
〉
。
こ
れ
に
た
い

L
『
史
記
』
郭
解
列
停
集
解
は
そ
の
孫
引
き
で
あ
り
、
し
か
も
節
録
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て



如
淳
注
全
文
を
具
載
し
、
本
来
の
注
樺
劉
象
で
あ
っ
た
『
漢
書
』
顔
注
所
引
原
文
を
ま
ず
基
準
に
と
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
し
て
裳
開
の
『
史

記
』
集
解
が
編
纂
さ
れ
た
劉
宋
の
時
黙
で
践
更
の
注
揮
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
ま
で
に
こ
の
律
設
の
語
句
に
凱
れ
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
『
漢
書
』
と
『
史
記
』
に
引
か
れ
た
二
つ
の
律
設
と
そ
れ
が
元
来
は
「
卒
更
」
の
説
明
で
あ
る
こ
と
と
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、

顔
注
所
引
律
説
冒
頭
に
含
ま
れ
る
践
の
文
字
は
街
文
で
あ
る
と
み
な
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
恐
ら
く
原
文
は
、

(

4

)

 

考
え
ら
れ
る
。

律
説
。
卒
更
者
、
居
也
。
居
更
鯨
中
、
五
月
乃
更
也
。
後
従
尉
律
、
卒
践
更
一
月
、
休
十
一
月
也
。

『
漢
書
』

つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と

『
史
記
』
に
引
用
す
る
律
説
冒
頭
に
「
卒
更
践
更
者
」
と
あ
る
の
は
、

元
来
「
卒
更
者
」
と
の
み
あ
っ
た
と
こ
ろ
へ
「
践
更
」
の
二
字
が
混
入

さ
れ
た
形
跡
を
如
買
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
思
う
に
現
行
律
説
冒
頭
の
記
載
は
、
劉
宋
以
前
の
か
な
り
早
い
時
期
に
混
範
が
生
じ
、
「
卒
更

者
」
に
下
文
「
卒
践
更
一
月
」
の
践
字
が
ま
ぎ
れ
こ
ん
で
『
漢
書
』
の
「
卒
践
更
者
」
と
な
り
、
ま
た
別
に
律
読
を
践
更
の
解
説
を
な
す
も
の

と
誤
解
し
た
人
が
、
卒
更
の
後
に
践
更
の
二
字
を
挿
入
し
て
『
史
記
』
の
「
卒
更
践
更
者
」
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
で
、
更
卒
制
度
を
復
元
す
る
た
め
の
基
本
史
料
で
あ
る
律
お
よ
び
律
設
が
整
っ
た
。
以
下
、

こ
の
基
本
史
料
を
た
て
糸
と
し
、
正
史
そ
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の
他
に
見
え
る
居
更
、
卒
践
更
の
具
瞳
例
を
ぬ
き
糸
と
し
て
更
卒
制
度
を
織
り
出
し
て
み
よ
う
。

践
更
・
居
更
・
過
更
の
内
容

践
更
・
居
更
・
遁
更
の
内
容
を
具
瞳
的
に
記
す
史
料
は
管
見
の
限
り
で
言
え
ば
四
例
に
過
ぎ
な
い
。
ま
ず
、
基
本
と
な
る
二
例
を
あ
げ
て
践

更
・
居
更
・
遁
更
の
相
互
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

同
古
人
の
井
田
、
民
は
公
家
の
矯
に
耕
す
に
、
今
、
租
・
第
を
量
る
は
何
の
一
意
ぞ
。
斗
剰
刺
引
同
剖
倒
吋
|

周
劃
引
引
出
判
寸
月
〈
一
業
使

年
二
十
三
に
し
て
儒
(
停
)
し
、
十
五
に
し
て
賦
し
、
七
歳
に
し
て
頭
銭
二
十
三
な
る
は
、
何

民
。
居
更
一
月
)
な
る
は
、
何
に
接
る
や
。

(
『
論
衡
』
謝
短
篇
)

に
縁
る
や
。

7 
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ω
(郭
)
解
出
入
す
る
に
、
人
皆
な
こ
れ
を
避
く
。
一
人
有
り
、
濁
り
箕
倍
し
て
こ
れ
を
視
る
。
解
人
を
遣
し
て
そ
の
名
姓
を
問
わ
し
む

る
に
、
客
こ
れ
を
殺
さ
ん
と
欲
す
。
解
日
く
、
ロ
巴
屋
に
居
り
て
敬
わ
れ
ざ
る
に
至
る
は
、
こ
れ
吾
が
徳
の
修
ら
ざ
る
な
り
c

彼
に
何
の
罪

と
。
乃
ち
陰
に
尉
史
に
属
し
て
日
く
、
こ
の
人
は
吾
の
急
ぐ
所
な
り
。
践
更
の
時
に
至
ら
ば
こ
れ
を
脱
せ
し
め
よ
、
と
。
践

か
あ
ら
ん
、

更
(
『
漢
書
』
巻
九
二
滋
侠
俸
作
直
更
)
す
る
に
至
る
毎
に
、
敷
し
ば
過
し
て
、

解
の
こ
れ
を
脱
せ
し
む
る
な
り
。
箕
据
せ
し
者
乃
ち
肉
担
し
て
謝
罪
す
。

吏
は
求
め
ず
。
こ
れ
を
怪
し
み
、

そ
の
故
を
問
う
に
、
乃
ち

(
『
史
記
』
巻
一
二
四
海
侠
列
停
〉

(
5〉

刷
は
、
後
漢
初
期
の
牧
奪
睦
系
と
し
て
、
①
田
租
・
須
菓
の
税、

②

一
種
類
の
第
役
に
よ
る
一
月
あ
て
の
居
更
(
更
卒
の
役
)
、
③
七
歳
か
ら

一
四
歳
ま
で
の
口
賦
二
三
鏡
、
④
一
五
歳
以
上
の
算
賦
、

⑤
二
三
歳
停
籍
l
正
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
居
更
は
、
政
奪
盟
系
に

照
ら
し
て
み
れ
ば
、
明
ら
か
に
寅
際
の
カ
役
就
第
を
指
し
て
い
る
。
律
説
に
も
、
卒
更
の
更
を
説
明
し
て
「
勝
中
に
居
更
す
」
る
と
述
べ
て
お

り
、
こ
れ
を
互
誼
す
る
。
ま
た
近
出
の
睡
虎
地
雲
夢
秦
簡
の
中
に
も
居
字
を
質
役
就
航
勿
の
意
に
用
い
て
い
る
。
例
え
ば
司
空
律
の
中
に
こ
う
あ

公
士
以
下
、
刑
皐

・
死
皐
を
居
贈
す
る
者
は
、
城
且
・
春
に
居
せ
し
め
、

そ
の
衣
を
赤
く
す
る
こ
と
な
く
、
拘
横
し
楳
杖
す
る
こ
と
な
か

-8-

る。

れ
。
(
『
雲
夢
睡
虎
地
秦
墓
』
図
版
六
八
・
第
二

O
一関

文
物
出
版
社

一
九
八
一
年
)

こ
こ
に
言
う
居
贈
と
は
、
城
日
了
春
の
傍
役
に
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
罪
を
償
う
こ
と
で
あ
り
、

(
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を
意
味
し
て
い
る
。
囚
人
の
傍
役
と
園
家
的
牧
取
た
る
更
卒
の
力
役
と
で
は
制
度
自
睦
異
な
る
膿
系
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
居
字
が
寅
役
に

就
労
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
不
自
由
第
働
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑓
わ
り
は
な
い
。
更
l
居
l
作
が
同
一
の
意
味
内
容
を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
、

二
度
出
て
く
る
居
字
は
傍
役
に
服
す
る
こ
と

次
一章
で
も
言
及
す
る
で
あ
ろ
う
。

演
口
重
園
氏
は
、

律
設
の
「
豚
中
に
居
更
す
」
を
「
所
属
の
牒
に
於
て
嘗
番
に
居
る
こ
と
」
と
解
揮
す
る

が
、
や
や
卒
板
に
す
ぎ
る
。
演
口
氏
は
、
漢
律
の
居
更
を
看
過
し
て
い
る
た
め
、
居
更
が
猫
立
し
た
制
度
用
語
で
あ
る
こ
と
を
理
解
で
き
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
卒
更
制
度
の
三
種
の
更
の
う
ち
、
居
更
こ
そ
力
役
就
第
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

仰
は
、
残
る
践
更
・
過
更
の
意
味
を
考
え
る
有
力
な
て
が
か
り
を
提
供
し
て
い
る
。
践
更
を
服
度
|
演
口
設
の
よ
う
に
貫
役
に
就
く
こ
と
と



文
言
は
不
必
要
で
あ
る
。

践
更
は
別
の
内
容
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
。
直
に
は
嘗
の
意
味
が
あ
り
、

「
践
更
す
る
に
至
る
毎
に
、
数
し
ば
過
し
て
、
吏
は
求
め
ず
」
と
い
う
よ
う
な

『漢
書
』
で
は
直
更
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い

践
更
は
、

解
揮
す
る
な
ら
ば
、
す
で
に
義
務
を
果
た
し
た
こ
と
に
な
り
、

践
は
明
ら
か
に
更
の
嘗
番
に
あ
た
る
こ
と

卒
更
の
嘗
番
が
め
ぐ
っ
て
き
て

義
務
期
聞
に
入
る
こ
と
で
あ

る
。
践
更
と
な
れ
ば
、
卒
更
の
義
務
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
嘗
番
期
開
中
に
こ
れ
を
質
役
に
よ
っ
て
果
た
せ
ば
居
更
一
月
と
な
る
。

こ
れ
は
、
例
『
論
衡
』
の
記
述
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
郭
解
の
蝿
詰
に
よ
っ
て
こ
の
義
務
が
「
脱
」
せ
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
「
脱
」
の
過
程
は
、

ω践
更
|
↓

ω過
|
↓

ω吏
弗
求
に
よ
っ
て
完
成
し
て
い
る
。

ω過
は
卒
更
の
義
務
遂
行
期
聞
が
経
過
し
た

こ
と
で
あ
り
、
過
更
を
指
し
て
い
る
。
過
更
す
る
こ
と
は
、
律
に
規
定
の
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
正
嘗
な
手
績
き
で
あ
る
。
不
法
手
段
に
よ
る

「
脱
」
を
意
味
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
ま
で
の
経
緯
で
は
ま
だ
過
更
も
完
成
し
て
い
な
い
と
言
え
る
。
問
題
は
、

ω吏
弗
求
に
あ
る
。

言
わ
ず
も
が
な
で
あ
る
が
、

「
吏
弗
求
」
と
は
力
役
に
徴
護
し
な
か
っ
た
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
い
。
力
役
の
徴
設
に
は
護
・
徴
・
征
な
ど
の

「
吏
求
め
ず
と
は
、
そ
の
顧
更
銭
を
求
め
ざ

- 9ー

文
字
が
使
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
求
で
は
的
確
な
表
現
を
な
さ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
岡
白
駒
は
、

る
な
り
。
向
に
解
、
陰
に
尉
史
に
属
す
る
が
故
な
り
」
(
『
史
記
餓
』
各
一

O
)
と
解
血
押
し
て
い
る
。
こ
れ
は
正
鵠
を
射
て
い
る
。
就
役
せ
ず
に
卒

更
の
義
務
期
聞
が
経
過
し
た
場
合
、
園
家
は
そ
の
劉
債
を
要
求
し
、
徴
牧
し
た
の
で
あ
る
。
遁
更
は
、
園
家
に
た
い
し
て
傍
役
義
務
の
酎
債
を

納
入
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
過
更
と
は
、
何
ら
か
の
理
由
が
あ
っ

て
質
役
に
つ
か
な
い
で
卒
更
の
義
務
期
聞
が
経
過
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
別
に
封
債
を
支
掛
っ
て
義
務
履
行
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
尉
史
は
こ
の
封
債
を
請
求
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

岡
白
駒
の
解
穫
は
正
し
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、

封
債
を
顧
更
銭
と
す
る
の
は
、
如
淳
注
に
ひ
き
ず
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

や
や

不
充
分
で
あ
る
。
遁
更
に
た
い
す
る
針
債
で
あ
る
か
ら
に
は
過
更
銭
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
完
成
し
た
「
脱
」
の
意
味
は
、
卒
更
の
嘗

番
期
聞
が
め
ぐ
っ
て
き
た
時
(
践
更
)
、
し
ば
し
ば
嘗
番
期
聞
が
経
過
し
過
更
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
過
更
し
た
場
合
の
劃
債
た
る
過
更
銭
が

徴
牧
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
っ
た
。
過
更
銭
が
徴
牧
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
箕
据
者
は
始
め
て
疑
問
を
い
だ
い
た
の
で
あ
り
、
過
更

9 

銭
納
入
義
務
の
見
逃
し
に
よ
っ
て
、
尉
史
は
彼
の
卒
更
の
義
務
を
不
正
に
脱
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
て
、
漢
律
に
規
定
す
る
「
卒
の
更
に
三
有
り
。
践
更
、
居
更
、
過
更
な
り
」
の
内
容
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
卒
更
の
義
務
遂
行
期
間

(
7〉

に
入
る
こ
と
が
践
更
で
あ
り
、
検
問
番
者
は
何
ら
か
の
形
態
で
義
務
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
義
務
を
期
間
中
に
本
来
の
質
役
に
就

い
て
果
た
す
こ
と
が
居
更
で
あ
る
。

何
ら
か
の
理
由
で
質
役
に
就
か
ず
、
こ
の
義
務
期
聞
が
経
過
し
た
場
合
、
そ
の
封
債
た
る
過
更
銭
を
納
付

し
て
義
務
を
果
た
す
こ
と
が
遁
更
な
の
で
あ
っ
た
。

卒
更
制
度
に
つ
い
て

か
く
し
て
問
題
に
な
る
の
は
、

践
更
、

居
更
、

遁
更
に
共
通
す
る
更
|
|
卒
更
で
あ
る
。

こ
の
卒
更
を
説
明
す
る
の
が
律
設
、
す
な
わ
ち

こ
の
律
設
を
「
鯨
中

演
口
氏
は

「
卒
更
者
、
居
也
。
居
更
豚
中
、

五
月
乃
更
也
。
後
従
尉
律
、
卒
践
更
一
月
、
休
十
一
月
也
。
」
で
あ
る
。

在
貫
の
燃
に
お
い
て
就
役
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
の

(

8

)

 

を
、
後
に
尉
律
の
規
定
に
よ
っ
て
年

一
箇
月
の
就
役
に
饗
わ
っ
た
こ
と
を
記
す
も
の
と
解
穫
し
た
。
数
年
聞
で
五
箇
月
と
い
う
の
は
、
何
の
根

数
年
は
は
ば
の
あ
る
暖
昧
な
記
述
で
あ
り
、

に
居
更
す
る
こ
と
五
月
に
し
て
乃
ち
更
す
る
な
り
」
と
訓
み
、

数
年
間
で
五
箇
月
、

五
年
聞
で
五
箇
月
で
も
よ

- 10ー

伊
藤
徳
男
氏
が
批
判
す
る
よ
う
に
、

(

9

)

 

く
、
ま
た
三
年
聞
で
五
箇
月
で
も
そ
の
範
圏
に
は
い
る
。
こ
れ
で
は
法
律
の
規
定
と
し
て
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
演
口
氏
の
解
穫
は
、
律
設
中

擦
も
な
い
推
定
に
す
ぎ
な
い
。

の
居
更
の
更
と
「
五
月
乃
更
」

の
更
と
を
別
の
意
味
に
解
調
停
し
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
居
更
の
方
は
卒
更
の
義
務
期
間
と
取
り
、

「
五
月

乃
更
」

の
場
合
は
明
ら
か
に
カ
ワ
ル
|
|
五
箇
月
就
役
し
て
交
代
す
る
!
|
|
と
理
解
し
て
い
る
。
確
か
に
更
に
は
カ
ワ
ル
の
意
味
が
あ
る
。
例

え
ば
『
漢
書
』
巻
四
九
晶
錯
俸
に
「
遠
方
の
卒
を
し
て
塞
を
守
る
こ
と
一
歳
に
し
て
更
ら
し
む
」
と
あ
る
の
は
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
律
読
の

場
合
は
、

嘗
然
両
者
と
も
卒
更
の
義
務
期
聞
を
一
ホ
す
も
の
と
し
て
の
更
で
な
け
れ
ば
文
意
を
な
さ
な
い
。

こ
れ
を
傍
誼
す
る
用
例
が
存
在
す

る
。
例
え
ば

『
漢
書
』
巻
七
七
蓋
寛
能
停
に
、

つ
ぎ
の
ご
と
く
あ
る
。

歳
壷
き
交
代
し
、

上
、
罷
か
れ
る
衛
卒
に
臨
饗
す
る
に
及
ん
で
、
衛
卒
数
千
人
、
皆
な
叩
頭
自
請
し
、
復
た
留
ま
り
て
更
を
共
す
る
こ
と

一
年
、
以
て
寛
鏡
の
厚
徳
に
報
い
ん
こ
と
を
願
う
。
宣
一
一
帝
こ
れ
を
嘉
す
。



こ
れ
は
、
司
令
官
た
る
衛
司
馬
蓋
寛
鏡
の
徳
に
報
い
る
た
め
、
衛
卒
た
ち
が
一
年
聞
の
義
務
期
聞
を
終
え
た
の
ち
、

さ
ら
に
一
年
聞
の
義
務
を

途
行
し
た
い
と
請
願
し
た
も
の
で
あ
る
。
更
は
、

こ
こ
で
は
明
ら
か
に
一
年
聞
の
努
役
義
務
期
聞
を
指
し
て
い
る
。
同
様
の
例
が
『
漢
書
』
巷

七
四
貌
相
俸
に
も
あ
る
。

河
南
の
卒
の
中
都
官
を
成
る
者
二
三
千
人
、
大
将
軍
を
遮
り
、
自
ら
言
い
て
、
復
た
留
ま
り
て
作
す
る
こ
と
一
年
、
以
て
太
守
の
罪
を
贈

わ
ん
こ
と
を
願
う
。
:
・

蓋
寛
鏡
停
で
は
「
復
留
共
更
一
年
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
こ
の
貌
相
停
で
は
「
復
留
作
一
年
」
と
な
っ
て
い
る
。
雨
者
は
明
ら
か
に
同

様
の
内
容
を
示
し
て
お
り
、

「
更
」
は
「
作
」
で
あ
る
こ
と
が
歴
然
と
し
て
い
る
。

「
作
」
に
つ
い
て
は
、
武
一
帝
に
よ
る
逼
天
蓋
の
建
造
に
際

「
中
尉
の
脱
卒
を
覆
さ
ん
こ
と
を
請
い
て
、
数
寓
人
の
作
を
得
」
た
中
尉
(
後
の
執
金
吾
〉
王
温
静
の
事
例
が

あ
る
〈
「史
記
』
巻
一
一
三
酷
吏
列
停
〉
。
こ
の
脱
卒
は
、
前
掲
『
史
記
』
務
侠
列
俸
の
郭
解
の
卒
更
の
脱
卒
事
例
と
は
少
し
く
こ
と
な
り
、
不
正
手

し
て
第
働
者
不
足
で
あ
っ
た
時
、

カ
ワ
ル
の
意
味
が
一
方
に
あ
り
、

カ
ワ
ル
こ
と
を
内
包
し
た
労
役
を
一
意
味
し
た
の
で
あ
っ
て
、

定
期
間
の
労
役
義
務
を
指
し
た
の「
で更
あ(」
る101'こ
。)は

h-
z
-、

・4
1
+
I
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段
に
よ
っ
て
正
の
兵
役
義
務
を
逃
れ
た
者
た
ち
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
兵
卒
の
労
役
を
「
作
」
と
明
言
し
て
い
る
。
「
更
」
・
「
作
」
・
「
居
」
は
、

と
も
に
傍
役
に
服
す
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
律
設
に
「
卒
更
者
、
居
也
」
の
解
揮
が
附
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
問
題
に
な
る
の
は
、
更
卒
の
傍
役
義
務
期
間
で
あ
る
。

正
の
義
務
た
る
河
南
府
民
卒
や
衛
卒
の
更
が
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
一
年
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
卒
の
更
は
、
こ
の
正
衛
の
更
一
箇

年
に
劃
躍
す
る
地
方
的
カ
役
の
一
軍
位
傍
役
義
務
期
聞
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
卒
更
一
更
の
義
務
第
働
期
聞
は
前
漢
嘗
初
よ
り
一
箇
月
で

あ
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
を
示
す
の
が
有
名
な
董
仲
静
の
上
言
で
あ
る
。

秦
に
至
り
て
は
則
ち
然
ら
ず
。

-・・
・・・叉
た
月
を
加
え
て
更
卒
と
篤
し
、

田
租
・
口
賦
、
瞳
織
の
利
は
、
古
え
に
二
十
倍
す
。
:
:
:
漢
輿
り
、
循
い
て
未
だ
改
め
ず
。
(
『漢
書
』
各
二
四
食

己
に
し
て
復
た
正
と
震
す
。

一
歳
屯
成
し
、

一
歳
力
役
す
る
こ

と
、
古
え
に
三
十
倍
し
、

11 

貨
志
上
〉
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(

江

)

こ
の
「
加
月
魚
更
卒
」
の
「
加
」
に
つ
い
て
は
数
多
く
の
解
穫
が
あ
る
が
、
伊
藤
徳
男
氏
に
よ
っ
て
重
ね
る
と
理
解
す
る
の
が
よ
い
と
思
う
。

更
卒
の
基
本
的
単
位
期
間
た
る
一
更
一
箇
月
の
義
務
を
加
算
し
て
二
更
二
箇
月
と
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
と
り
た
い
。
前
掲
の
郭
解
の

「
践
更
す
る
に
至
る
毎
に
、
数
し
ば
過
し
て
、
吏
は
求
め
ず
」
と
あ
っ
た
。

一
年
一
更
で
は
、
こ
こ
に
言
う
よ
う
に
し
ば
し
ば
の

事
例
に
は

表
現
は
不
似
合
い
で
あ
る
。
牢
年
聞
に
一
度
で
あ
れ
ば
、
こ
の
表
現
に
よ
り
な
じ
む
も
の
と
な
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
紋
況
を
解
説
す
る
も
の

こ
そ
律
設
に
他
な
ら
な
い
。

「
卒
更
者
、
居
也
。
居
更
豚
中、

五
月
乃
更
也
。

後
従
尉
律
、

卒
践
更
一
月
、
休
十
一
月
也
。
」
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は

「卒
の
更
と
は

居
(
勢
作
)
の
意
味
で
あ
る
。
同
怖
に
お
レ
て
居
更
(
就
役
)
し
、
(
嘗
-
初
は
)
五
箇
月
た
っ
た
ら
一
更
(
一
箇
月
開
就
役
)
し
た
。

後

尉
律
の
規

定
に
し
た
が
っ
て

卒
の
践
更
(
就
役
義
務
)
期
聞
を
一
箇
月
と
し
、

一
一
箇
月
は
非
番
期
間
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ

ぅ
。
す
な
わ
ち
、
卒
更
制
度
は
嘗
初
半
年
ご
と
に

一
箇
月
の
就
役
義
務
期
聞
が
め
ぐ
っ
て
く
る
こ
と
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
尉
律
の
適
用

に
よ
っ
て
、
年
二
箇
月
就
役
で
あ
っ
た
も
の
を
、
以
後
年
一
箇
月
就
役
義
務
に
改
定
し
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
こ
そ
、
律
設
が
律
文
に
あ
る

- 12ー

卒
更
制
度
そ
の
も
の
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
結
果
を
基
礎
に
し
て
残
る
二
つ
の
更
卒
事
例
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
史
料
を
奉
げ
て
お
き
た
い
。

ωそ
の
園
に
居
る
や
、
銅
・
盤
を
以
て
の
故
に
、

百
姓
に
賦
無
し
。
卒
の
践
更
す
れ
ば
、
凱
ち
卒
買
を
興
う
。

(『史
記
』
径
一

O
六
奥
王
鴻

列
停
)

ゆ
文
祭
日
く
、
:
:
:
故
と
盟
冶
の
庭
、
大
倣
ね
皆
な
山
川
に
依
り
、
鍛
炭
に
近
し
。
そ
の
勢
威
な
遠
く
し
て
作
は
劇
し
。
郡
中
の
卒
の
践

更
す
る
者
は
、
多
く
勘
(
堪
)
え
ず
し
て
、
庸
代
を
責
取
す
。

(
『
盤
餓
論
』
禁
耕
篇
第
五
〉

ωの
事
例
は
、
呉
王
園
で
は
銅
や
堕
生
産
が
豊
富
で
あ
っ
た
た
め
に
財
政
に
徐
裕
が
あ
り
百
姓
か
ら
賦
を
徴
牧
し
な
か
っ
た
こ
と
、

そ
の
一

環
と
し
て
卒
が
践
更
し
た
場
合
に
は
卒
買
を
興
え
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
賦
を
徴
牧
し
な
か
っ
た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
レ
る
。

し
た
が
っ
て
、
呉
王
闘
に
あ
っ
て
は
、
践
更
者
の
う
ち
過
更
し
た
者
に
つ
い
て
、
過
更
銭
が
徴
牧
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
そ
れ



故
、
践
更
者
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
義
務
遂
行
形
態
は
居
更
に
よ
る
賓
役
就
努
だ
け
な
の
で
あ
り
、
践
更
は
居
更
と
同
義
で
あ
っ
た
。
こ
の
た

め
、
践
更
者
す
な
わ
ち
居
更
者
に
た
い
し
て
傍
役
の
劉
債
た
る
卒
買
が
支
排
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
服
慶
は
、
こ
の
践
更
H
居
更
の
特
殊
事
例
に

基
づ
き
、
践
更
と
、
過
更
の
み
に
よ
っ
て
更
卒
制
度
を
理
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
理
解
が
不
充
分
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

仙
の
事
例
は
、
武
一
帝
一
期
の
専
頁
制
施
行
に
と
も
な
う
第
働
徴
震
に
際
し
、
就
務
地
が
鍛
炭
の
産
地
に
近
い
遠
方
の
山
川
地
域
で
あ
り
、
か
っ

そ
の
郡
に
属
す
る
卒
で
就
役
義
務
の
め
ぐ
っ
て
き
た
者
は
、
代
行
者
を
雇
っ
て
そ
の
義
務
を
果
た
し
た
こ

努
働
〈
作
)
が
巌
し
か
っ
た
の
で
、

〈

ロ

)

と
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
律
読
に
「
鯨
中
に
居
更
す
」
と
あ
り
、

ま
た
郭
解
の
脱
卒
事
件
か
ら
分
か
る
よ
う
に
更
卒
は
豚
廷
の

属
更
で
あ
る
尉
史
が
そ
の
業
務
を
措
嘗
し
、

ま
ず
牒
の
次
元
で
編
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
例
は
更
卒
が
牒
次
元
の
み
な
ら
ず
郡
衣
元

ま
で
含
む
地
方
径
役
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
事
例
は
ま
た
、
更
卒
の
義
務
は
代
行
者
の
第
働
に
よ
っ
て
遂
行
す
る
こ
と
が
可
能

で
あ
っ
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
如
淳
は
、
恐
ら
く
は
こ
の

ω・
仙
の
践
更
の
特
殊
事
例
か
ら
鯖
納
し
て
、
践
更
と
は
卒
買
を
支
排
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
代
行
者
を
雇
っ
て
義
務
を
果
た
す
形
態
だ
と
剣
断
し
た
も
の
に
相
違
な
い
。
こ
の
解
調
停
が
誤
解
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
賞
言
を
要

し
な
い
。
か
く
し
て
上
記
二
つ
の
事
例
は
、
先
の
考
察
に
抵
鍋
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
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議
論
が
錯
綜
し
て
き
た
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
結
論
を
ま
と
め
て
次
に
進
む
こ
と
に
し
よ
う
。

卒
更
(
更
卒
)
の
制
度
に
は
、

践
更
・
居
更
・

過
更
の
三
形
態
が
あ
っ
た
。
卒
更
は
地
方
に
お
け
る
循
役
義
務
を
指
し
、
卒
更
の
更
と
は
、

一
更
一
箇
月
の
単
位
就
航
労
期
聞
を
規
定
す
る
も
の

で
あ
る
。

秦
・
漢
初
期
の
あ
る
時
期
ま
で
は
、

そ
れ
は
一
年
二
更
す
な
わ
ち
一
箇
月
就
労
義
務
期
間
五
箇
月
非
番
期
聞
の
瞳
制
で
あ
っ
た

一
年
一
更
す
な
わ
ち
一
箇
月
就
労
期
間
|
一
一
箇
月
非
番
期
間
の
盟
制
に
改
定
さ
れ
た
。
努
役
義
務
期

聞
と
非
番
期
間
と
の
関
係
を
抑
制
瞳
と
し
て
規
定
す
る
の
が
卒
更
で
あ
る
。
こ
の
一
更
一
箇
月
単
位
の
地
方
循
役
義
務
の
嘗
番
期
聞
が
め
ぐ
っ
て

が
、
後
に
尉
律
の
規
定
を
適
用
し
て
、

来
て
、
そ
の
責
務
を
負
う
こ
と
を
践
更
と
言
い
、
こ
れ
を
貫
役
に
よ
っ
て
果
た
す
こ
と
を
居
更
、
何
ら
か
の
理
由
で
義
務
期
聞
が
超
過
し
た
場

合
に
遁
更
銭
を
納
入
し
て
果
た
す
こ
と
を
過
更
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
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以
上
で
卒
更
制
度
の
根
幹
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

つ
ぎ
に
前
漢
期
の
史
料
に
か
ぎ
っ
て
現
れ
る
更
俸
の
分
析
を
つ
う
じ
て
、
更
卒
制
度
の
よ
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り
具
髄
的
な
姿
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
更
径
の
用
例
を
列
奉
し
よ
う
。

ω景
一
帝
の
末
、
萄
の
郡
守
と
昂
る
。

:
:
:
叉
た
翠
官
を
成
都
市
中
に
修
起
し
、
下
牒
の
子
弟
を
招
い
て
以
て
事
官
の
弟
子
と
魚
し、

震
に

更
歓
を
除
く
。
高
き
者
は
以
て
郡
豚
の
吏
に
補
し、

次
な
る
も
の
は
孝
弟
力
団
と
矯
す
。

(『
漢
書
』
径
八
九
循
吏
停
・
文
翁
惇

景
喬
J
武一帝

初
期
)

例
庶
民
農
工
一商
買
は
、
率
ね
亦
た
歳
ご
と
に
菌
な
れ
ば
息
は
二
千
あ
り
。

百
蔦
の
家
な
れ
ば
、
則
ち
二
十
寓
な
り
。
市
し
て
更
倦

・
租
賦

は
そ
の
中
よ
り
出
づ。

(『史
記
』
径

一
二
九
貨
殖
列
停

武
喬
一
期
)

ωこ
れ
に
加
う
る
に
口
賦

・
更
訴
の
役
を
以
て
す
れ
ば
、
率
ね
一
人
の
作
に
し
て
、

そ
の
功
を
中
分
す
。

(『
盛
銭
論
』
来
通
信胴第

一五

武

脅
J
昭
帯
期
〉

ω賢
良
日
く
、
卒
徒
工
匠
、
故
と
民
が
租
を
占
し
て
鼓
鋳
・
煮
盟
す
る
を
得
た
る
の
時
、
:
:
:
家
人
相
い
一
に
、
父
子
力
を
裁
せ
、
各
お

鯨
官
は
徒
の
復
作
せ
る
も
の
を
以

て
、
道
橋
を
繕
治
し
た
れ
ば
、
諸
も
ろ
の
護
に
民
こ
れ
を
使
と
す
。
今
は
そ
の
原
を
紹
ベ
、
そ
の
債
を
萱
に
し
た
れ
ば
、
:
:
:
識
官
器
を

の
務
め
て
善
器
を
震
る
。

回
器
を
置
く
に、

各
お
の
欲
す
る
所
を
得
。

更
訂
怖
は
省
約
に
し
て
、
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買
る
に
笹
口
れ
ざ
れ
ば
、
或
い
は
頗
る
民
に
賦
興
す
。
卒
徒
の
作
の
呈
に
中
た
ら
ざ
れ
ば
、
時
に
命
じ
て
こ
れ
を
助
け
し
む
。
護
徴
限
り
無

く
、
更
訴
以
て
均
し
く
劇
し
。
故
に
百
姓
こ
れ
を
疾
苦
す
。
(
『
堕
鍛
論
』
水
皐
篇
第
三
六

武
帝
l
昭
一
帝
期
)

更
絡
に
か
か
わ
る
史
料
は
『
史
記
』

『
漢
書
』

『
後
漢
書
』

そ
の
他
の
漢
代
諸
文
献
を
つ
う
じ
て
こ

の
四
例
に
蚤
き
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら

の
史
料
は
更
衝
の
内
容
を
か
な
り
具
鰻
的
に
示
し
て
い
る
。
ま
ず

ω『
漢
書
』
文
翁
俸
が
指
示
す
る
よ
う
に
、
更
絡
の
克
除
権
は
直
接
的
に
は

(
日
)

郡
太
守
に
あ
り
、
郡
を
最
終
的
な
編
成
車
位
と
す
る
地
方
的
第
四
役
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
更
絡
が
卒
更
制
度

(

M

)

 

に
よ
る
絡
役
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
更
衝
の
負
措
者
に
つ
い
て
、

ω『
史
記
』
貨
殖
列
俸
は
「
庶
民
農
工
一
商
買
」
の
す
べ
て
を
指
示
し
て
お
り
、
ま
た

ω『
漢
書
』

文
翁

俸
は
皐
官
の
弟
子
と
な
る
べ
き
萄
郡
管
轄
下
諸
燃
の
子
弟
を
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
子
弟
は
、
入
事
者
で
あ
る
と
い
う
献
況
か
ら
し
て



(

日

)

停
籍
さ
れ
た
二
三
歳
以
上
の
正
で
は
あ
り
え
ず
、
算
賦
負
携
の
開
始
年
齢
と
符
合
す
る
志
周
子
一
五
歳
以
上
の
男
子
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

更
揺
の
負
措
者
に
つ
い
て
は
一
五
歳
か
ら
五
六
歳
に
い
た
る
ま
で
の
男
子
の
み
と
考
え
る
重
近
啓
樹
氏
と
女
子
を
も
ふ
く
む
と
考
え
る
山
田

(
叩
山
)

勝
芳
氏
と
の
聞
に
意
見
の
相
違
が
あ
る
。
雨
氏
が
諸
史
料
か
ら
指
-
摘
す
る
よ
う
に
租
税
職
迭
の
力
役
な
ど
多
く
の
径
役
を
女
子
が
負
携
す
る
例

一
般
的
に
女
子
が
径
役
負
捲
者
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
更
揺
は
す
で
に
み
た
よ
う
に
卒
更

が
散
見
す
る
。

制
度
に
よ
っ
て
卒
と
し
て
政
治
的
に
編
成
さ
れ
た
定
量
的
で
計
算
可
能
な
地
方
的
信
役
制
度
で
あ
り
、
二
三
歳
以
上
の
成
年
男
子
が
負
携
す
る

正
衛
の
更
と
封
比
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
更
径
の
負
携
者
は
重
近
氏
が
理
解
す
る
よ
う
に
一
五
歳
か
ら
五
六
歳
に
い
た
る
ま
で

の
男
子
の
み
と
考
え
る
の
が
よ
い
と
思
う
。
こ
の
こ
と
を
明
瞭
に
示
す
の
は
山
田
氏
が
女
子
の
待
役
義
務
を
指
示
す
る
史
料
と
し
て
考
察
し
た

『
後
漢
書
』
明
帝
紀
第
二
の
永
卒
九
年
(
後
六
六
)
三
月
辛
丑
詔
で
あ
る
。

詔
す
ら
く
、
郡
園
死
罪
の
囚
、
罪
を
減
じ
、
妻
子
と
五
原

・
朔
方
に
詣
り
て
占
著
せ
し
む
。
所
在
に
死
す
る
者
は
、
皆
な
妻
の
父
若
く
は

男
の
同
産
一
人
に
復
を
賜
る
こ
と
終
身
。
其
し
妻
に
父
兄
無
く
、
濁
り
母
の
み
有
る
者
は
、
其
の
母
に
銭
六
高
を
賜
り
、

叉
た
其
の

口
算
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を
復
す
。

詔
敷
の
内
容
を
見
る
か
ぎ
り
、
女
子
の
径
役
義
務
を
指
示
す
る
文
言
は
み
あ
た
ら
な
い
。
そ
の
内
容
は
、

「郡
園
の
死
刑
囚
に
た
い
し
、
減
刑

し
た
う
え
で
妻
子
と
港
-
境
に
移
住
し
、
戸
籍
登
録
さ
せ
る
。
妻
が
各
移
住
地
で
死
亡
し
た
場
合
、
妻
に
罪
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
妻
の
父
も

し
く
は
兄
弟
の
う
ち

一
人
を
終
身
賦
役
克
除
と
す
る
。
も
し
妻
に
父
・
兄
弟
が
な
く
、
母
だ
け
が
い
る
場
合
に
は
、
男
子
の
終
身
賦
役
克
除
に

相
嘗
す
る
も
の
と
し
て
、
銭
六
寓
に
加
え
て
算
賦
を
克
除
す
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

「
ロ
算
」
は
口
賦
と
算
賦
で
あ
る
が
、
母
に
な
る
年

齢
か
ら
考
え
て
こ
こ
で
は
寅
質
的
に
は
算
賦
の
み
を
指
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
た
女
子
は
男
子
と
明
確
に
匝
別
さ
れ
て
い
る
。
男
子
の
終
身

賦
役
尭
除
に
相
官
す
る
の
は
、
六
寓
銭
と
算
賦
で
あ
る
。
算
賦
は
男
子
に
も
賦
課
さ
れ
る
か
ら
、
六
高
銭
に
劃
鷹
す
る
の
は
算
賦
以
外
の
賦
役

で
あ
り
、
そ
れ
は
更
卒
の
役
を
除
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
女
子
に
は
更
卒
負
擦
が
な
い
か
ら
、
そ
れ
に
劃
躍
す
る
も
の
と
し
て
六
蔦
銭
が
下

賜
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
算
賦
は
男
女
と
も
に
負
捨
し
た
が
、
更
卒
は
男
子
だ
け
が
負
携
し
た
の
で
あ
る
。
制
度
的
に
編
成
さ
れ
た
更
卒
を
中
接

15 
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と
し
て
通
常
の
労
役
を
こ
な
し
、

そ
の
周
漫
に
女
子
や
老

・
小
の
臨
時
的
諮
役
努
働
を
配
し
て
非
常
事
態
に
封
躍
す
る
の
が
漢
代
に
お
け
る
径

(

げ

)

役
州
労
働
編
成
の
質
態
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。

さ
ら
に
更
径
の
負
捲
内
容
の
問
題
が
あ
る
。

ω『
盟
織
論
』
水
皐
篇
第
三
六
が
指
示
す
る
よ
う
に
、
本
来
の
負
措
は
遁
路

・
橋
梁
の
建
造

・

修
築
な
ど
努
役
の
供
出
で
あ
る
が
、

ω
『
史
記
』
貨
殖
列
俸
は
元
手
百
蔦
銭
の
利
息
二

O
寓
銭
の
中
か
ら
納
入
す
る
こ
と
を
述
べ
て
お
り
、
鏡

に
よ
る
代
納
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
さ
き
に
考
察
し
た
過
更
の
針
債
た
る
過
更
銭
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
更

俸
と
は

一
五
歳
以
上
の
農
工
一
商
か
ら
な
る
漢
代
社
舎
の
男
子
成
員
が
負
措
す
る
郡
牒
衣
元
の
地
方
的
力
役
で
あ
り
、
卒
更
制
度
に
よ
っ
て
政

治
的
に
編
成
さ
れ
る
所
謂
更
卒
の
役
な
の
で
あ
っ
た
。

漢
律

・
律
説
侠
文
の
検
討
の
う
ち
、
残
さ
れ
た
問
題
は
卒
更
制
度
の
改
定
問
題
で
あ
る
。
律
設
に
よ
れ
ば
、

一
箇
月
義
務
期
間
i
五
箇
月
非

番
期
間
の
卒
更
制
度
は
、
尉
律
の
適
用
に
よ
っ
て
一
箇
月
義
務
期
間
l
一
一
箇
月
非
番
期
間
へ
饗
更
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
改
定
は
何
時
ど

の
よ
う
に
し
て
起
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
章
を
あ
ら
た
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
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四

更
揺
か
ら
更
賦
へ

前
漢
期
に
お
け
る
卒
更
制
度
の
饗
化
が
何
時
、
何
を
契
機
と
し
て
起
き
た
の
か
、
そ
れ
は
所
謂
更
賦
の
出
現
と
ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
つ
も

の
で
あ
っ
た
か
。
こ
れ
ら
の
こ
と
ど
も
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
意
の
課
題
で
あ
る
。

そ
の
手
が
か
り
と
し
て
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、

『
盟
織
論
』
未
遁
篇
と
『
漢
室
百
』
王
葬
俸
の
王
回
詔
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
園
家
枚
取
の
基

幹
が
口
賦
・
更
絡
の
役
と
更
賦
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

ω田
(
租
)
は
三
十
(
分
の
一
)
と
睡
も
、
市
れ
ど
も
頃
畝
を
以
て
税
を
出
だ
す
。
:
:
:
こ
れ
に
加
う
る
に
ロ
賦
・
更
鮮
の
役
を
以
て
す

れ
ば
、
率
ね

一
人
の
作
に
し
て
、

そ
の
功
を
中
分
す
。

(
『
盤
鍛
論
』
未
遁
篇
第
一
五

文
筆
の
稜
言
〉

ω漢
氏
は
回
租
を
滅
軽
し
、
三
十
に
し
て
一
を
税
す
る
も
、
常
に
更
賦
有
り
、
罷
躍
も
み
な
出
だ
す
(
菅
灼
日
く
、
老
病
者
と
雄
も
、
皆
な
復



た
ロ
・
算
を
出
だ
す
な
り
、
と
)
。
而
し
て
豪
民
侵
陵
し
、
分
回
よ
り
慣
を
劫
す
。
そ
の
名
は
三
十
な
る
も
、
質
は
什
に
五
を
税
す
る
な
り
。

〈
『
漢
書
』
巻
二
四
食
貨
志
上

王
葬
「
王
国
詔
」
)

前
者
は
武
一
一
帝
期
、
後
者
は
前
漢
後
期
の
租
税
牧
取
に
か
か
わ
る
批
剣
的
謹
言
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
田
租
が
牧
穫
量
の

三
O
分
の
一

と
低
い
も
の
の
、
ロ
賦
・
更
俸
の
役
も
し
く
は
更
賦
を
加
え
る
と
事
責
上
は
農
民
の
生
産
物
の
牢
ば
が
牧
奪
さ
れ
る
と
い
う
貼
で

あ
る
。
宋
逼
篇
の
等
式
は
〔
田
租
+
口
賦
+
更
蘇
の
役
H
中
分
〕
で
あ
り
、

王
葬
詔
の
そ
れ
は
〔
田
租
+
分
回
劫
偲
+
更
賦
日
一

O
分
の
五
〕

(
凶
〉

で
あ
っ
た
。
前
者
の
口
賦
・
更
衝
の
役
は
、
後
者
の
更
賦
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
が
分
か
る
。

更
賦
に
つ
い
て
は
、
端
的
に
過
更
銭
で
あ
る
と
考
え
る
演
口
重
園
氏
と
田
租
第
菓
以
外
の
徳
役
や
賦
を
概
括
す
る
表
現
で
あ
る
と
み
な
す
卒

中
苓
衣
氏
と
の
聞
に
認
識
の
相
違
が
あ
る
。
卒
中
氏
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
成
過
三
日
の
更
の
過
更
銭
を
更
賦
と
み
な
す
の
で
あ
る
が
、
更

(四〉

賦
の
表
現
に
は
別
に
「
更
・
賦
」
と
し
て
後
役
や
賦
を
概
括
す
る
も
の
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
卒
中
氏
は
、
過
更
銭
H
更
賦
の
例
と
し
て
つ
ぎ

わ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
に
な
る
。
さ
き
の
『
盟
識
論
』
未
逼
篇
と
王
葬
「
王
田
詔
」
と
を
封
比
し
て
み
る
か
ぎ
り
、

「
更
・
賦
」

一 17ー

に
翠
げ
る
昭
一
帝
元
鳳
四
年
の
記
事
を
、

「更

・
賦
」

の
例
と
し
て
「
王
国
詔
」
を
奉
げ
る
。
漢
代
の
史
料
に
見
え
る
更
賦
が
二
つ
の
用
法
で
使

の
理
解
が
正
し
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
、
卒
中
氏
に
は
一
方
で
過
更
銭
H
更
賦
の
理
解
が
あ
り
、
雨
者
は
整
合
的
に
説
明
さ
れ

て
は
い
な
い
。
卒
中
氏
の
考
え
を
お
し
す
す
め
れ
ば
、
更
賦
は
基
本
的
に
は
径
役
や
賦
を
概
括
す
る
用
語
で
あ
る
と
み
た
ほ
う
が
整
合
的
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
を
検
謹
す
る
た
め
、
以
下
に
更
賦
に
か
か
わ
る
史
料
を
列
島
争
し
、
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ω四
年
春
正
月
丁
亥
。
一
一
帝
元
服
を
加
え
、
高
廟
に
見
ゆ
。
:
:
:
中
二
千
石
以
下
及
び
天
下
の
民
に
簡
を
賜
う
。
四
年
・
五
年
の
ロ
賦
を
牧

む
る
こ
と
母
か
ら
し
め
、
三
年
以
前
の
更
賦
を
遁
し
て
未
だ
入
れ
ざ
る
者
は
、
皆
な
牧
む
る
こ
と
勿
か
ら
し
む
。

(
『
漢
書
』
巻
七
昭
帯
紀
元

鳳
四
年
(
前
七
七
〉
候
)

ヱ7

防
九
そ
民
に
七
亡
あ
り
。
陰
陽
和
せ
ず
、
水
皐
災
を
な
す
は
一
亡
な
り
。
鯨
官
重
ね
て
更
賦
・
税
租
を
責
む
る
は
二
亡
な
り
。
:
:
:
(
『漢

書
』
巻
七
二
飽
宣
停

哀
帯
期
〉
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ω『
漢
書
』
巻
二
四
食
貨
志

・
王
田
詔
(
脱
出
)

川
開
臨
西
の
囚
徒
を
赦
し
、
罪
一
等
を
減
じ
、
今
年
の
租
調
を
牧
む
る
こ
と
な
か
れ
。
又
た
設
す
る
所
の
天
水
の
三
千
人
も
亦
是
の
歳
の
更

賦
を
復
す。

〔
李
賢
注
ぃ
更
と
は
成
卒
の
更
ご
も
相
い
代
わ
る
を
謂
う
な
り
。
賦
と
は
犀
更
の
銭
を
謂
う
な
り
。
〕

(『後
漢
書
』

明
帝
紀
第

二
中
元
二
年
(
後
五
七
)
九
月
燦
)

制
詔
し
て
日
く
:
:
:
其
れ
元
氏
豚
の
田
租

・
更
賦
を
復
す
る
こ
と
六
歳
。

ω又
た
賎
に
就
き
て
還
蹄
せ
ん
と
欲
す
る
者
は
、

詔
)

(『後
漢
書
』

明
帯
紀
第
二
永
卒
五
年
〈
後
六
二
)
傑
)

一
歳
の
田
租
・
更
賦
を
復
す
。

(
『
後
漢
書
』
和
-
帝
紀
第
四
、
丞
元
六
年
(
後
九
四
)
一
一
一
月
庚
寅

明
詔
し
て
象
林
牒
の
更
賦

・
田
租

・
須
菓
を
復
す
る
こ
と
二
歳。

(
『
後
漢
書
』
和
帯
紀
第
四
永
元

一
四
年
(
一

O
二
)
七
月
甲
寅
詔
〉

制
詔
し
て
三
輔
の
三
歳
の
田
租

・
更
賦

・
口
・
算
を
除
く
。

ω光
職
大
夫
を
遣
し
、
案
行
し
て
菓
貸
せ
し
め
、
更
賦
を
除
か
し
む
。

(『後
漢
書
』
安
一
帝
紀
第
五
元
初
元
年
(
一
一
四
)
十
月
乙
卯
詔
)

帥
漢
中
上
計
程
包
封
え
て
日
く
:
:
:
長
吏
郷
亭
、
更
賦
至
っ
て
重
く
、
僕
役
塞
楚
、
奴
虜
よ
り
過
ぎ
た
り
。

(『後
漢
書
』
南
燈
西
南
夷

・
板

- 18ー

(『
後
漢
書
』
順
一
帝
紀
第
六
永
和
四
年
(
二
ニ
九
〉
八
月
笑
丑
保
〉

楯
鐙
爽
体
第
七
六

盛
一
帝
光
和
二
年
(
一
七
九
)
頃
)

帥
今
、

田
に
常
主
な
く
、
民
に
常
居
な
し
。
吏
食
は
日
ご
と
に
一
果
し
、
班
旅
は
未
だ
定
ま
ら
ず
。
法
制
を
矯
め
、
重
一
に
科
を
定
め
、
租

税
は
十
の
一
と
し
、
更
賦
は
奮
の
如
く
す
べ
し
。

(
『
後
漢
書
』
仲
長
統
停
第
三
九
引
百
三
E
損
金
篇
)

ま
ず
問
題
に
な
る
の
は

更
賦
が
出
現
す
る
の
は
昭
一一帝
元
鳳
四
年
(
前
七
七
〉
以
後
の
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
あ
と
糾
『
後
漢
書
』

仲
長
統
傍

の
後
漢
末
に
い
た
る
ま
で
史
乗
に
散
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

更
賦
の
用
語
が
前
漢
後
期
以
後
か
な
り
一
般
化
し
た
こ
と
を
意
味
す

(
却
)

る
。
そ
の
内
容
は
、

ω
「更
賦

・
税
租
」、

ω
「
租
税

・
更
賦
」
、

ωωω
「
回
租

・
更
賦
」
、

例

「
更
賦

・
田
租

・
調
葉
」
と
あ
る
よ
う
に
田

租

・
匁
梨
な
ど
の
穀
物
牧
取
に
劉
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
更
賦
が
穀
物
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
牧
取
以
外
の
賦
課
物
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な

L、。



つ
ぎ
に
、
紛
『
後
漢
書
』
安
一
帝一
紀
は
「
田
租
・
更
賦
・
口
・
算
を
除
く
'」
と
記
し
、
更
賦
が
田
租
の
み
な
ら
ず
口
賦
・
算
賦
と
も
異
な
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
演
口
重
園
氏
は
、
こ
の
史
料
に
よ
っ
て
更
賦
を
田
租
・
口
賦
・
算
賦
以
外
の
も
の
、
す
な
わ
ち
過
更
銭
と
理

解
し
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
こ
の
記
事
は
、
更
賦
の
表
現
に
よ
っ
て
皐
濁
で
遁
更
銭
を
表
現
し
て
い
る
。
過
更
銭
は
銭
だ
て
の
賦
課
で
あ
り
、

口
銭
・
算
錨
が
ロ
賦
・
算
賦
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
更
賦
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
更
賦
が
車
濁
で
過
更
銭
を
明
瞭

に
表
現
す
る
の
は
、
唯
一
こ
の
記
事
だ
け
な
の
で
あ
る
。
更
賦
の
諸
史
料
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
更
賦
が
田
租
・
拐
菓
な
ど
の
穀
物
枚
取
に
封

立
す
る
銭
だ
て
の
賦
課
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
更
賦
が
出
現
し
た
前
漢
昭
一
帝
期
か
ら
後
漢
末
ま
で
の
同
じ
期
間
、

田
租
・
更
賦
の
尭
除
を
別
の
表
現
で
記
し
た
一
連
の
史
料
が

存
在
す
る
。
以
下
に
列
奉
し
て
更
賦
史
料
と
針
比
し
て
み
よ
う
。

制
:
:
:
且
つ
は
初
陵
の
作
を
寝
め
、
諸
も
ろ
の
宮
室
を
繕
治
す
る
を
止
め
、
更
を
闘
り
賦
を
減
じ
(
閥
更
滅
賦
)
、
量
く
力
役
を
休
め
〔
顔

師
古
注
目
更
と
は
更
卒
を
調
う
。
〕
、
:
:
:
(
『
漢
書
』

巻
八
五
谷
永
俸

ω今
年
の
秋
稼
、
瞳
識
の
傷
う
所
と
な
る
。
皆
な
租
・
更
・
揚
棄
を
牧
む
る
こ
と
な
か
れ
。

(『
後
漢
書
』
和
帯
紀
第
四
永
元
九
年
(後
九
七
〉

- 19ー

前
漢
成
脅
期
)

六
月
戊
辰
詔
〉

制
三
年
の
遁
せ
る
租
・
過
更
・
口
・
算
・
調
菓
を
除
き
、

:
:
:
(
『
後
漢
書
』
安
帯
紀
第
五
永
初
四
年
(
一
一

O
)
正
月
辛
卯
詔
)

ω郡
園
の
貧
人
の
究
い
を
被
り
し
者
は
、
今
年
の
遁
更
を
牧
責
す
る
こ
と
な
か
れ
。

(
『
後
漢
書
』
順
-
帝
紀
第
六
永
建
五
年
(
二
ニ
O
)
四
月
辛

巳
詔
〉

制
今
年
の
更
・
租
・
ロ
賦
を
牧
む
る
こ
と
な
か
れ
。

ω太
山
・
浪
邪
の
賊
に
遇
い
し
者
は
、
税
賦
を
牧
む
る
こ
と
な
く
、

年
(
一
五
五
)
六
月
詔
〉

(『後
漢
書
』
順
脅
紀
第
六
陽
嘉
元
年
(
一
一
一
一
一
一
〉
一
二
月
庚
寅
詔
〉

更
・
算
を
復
せ
し
む
る
こ
と
三
年
。

(『後
漢
書
』
桓
帯
紀
第
七
永
寄
元

19 

ま
ず
、
前
掲
更
賦
史
料
制
『
後
漢
書
』
安
一帝
一
紀
「
田
租
・
更
賦
・
口
・
算
を
除
く
」
と
例
『
後
漢
書
』
安
一
帝
紀
「
租
・
過
更
・
口
・
算
・
第
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棄
を
除
き
」
と
を
劃
比
す
れ
ば
、
更
賦
が
皐
濁
で
過
更
銭
を
指
す
場
合
の
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
こ
れ
が
ま
れ
な
例
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
通
常
、
更
賦
と
表
現
さ
れ
る
場
合
は
、
こ
の
よ
う
に
田
租
・
調
菓
の
穀
物
賦
課
に
た
い
す
る
過
更
銭
・
口
賦

・
算

賦
の
銭
だ
て
賦
課
を
組
稿
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
示
す
の
が
刷
『
後
漢
書
』
順
一
帝
紀
「
更
・
租

・
口
賦
」
と
的
『
後
漢

書
』
桓
一一
帝
紀
「
更
・
算
を
復
せ
し
む
」
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
更
賦
と
呼
ば
れ
て
い
な
い
の
は
、
制
で
は
算
賦
を
依
き
、
的
で
は
口
賦
を
依
い
て

銭
だ
て
賦
課
の
す
べ
て
を
含
ん
で
い
な
い
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
前
掲
更
賦
史
料
で
は
お
お
む
ね
田
租

・
須
棄
と
劃
比
し
て
更
賦
が
で
で
き

た
。
こ
れ
は
更
賦
が
遁
更
銭

・
口
賦
・
算
賦
の
銭
だ
て
賦
課
の
縮
瞳
を
表
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
の
に
は
な
お
つ
ぎ
の
理
由
が

あ
る
。同

『
漢
書
』
谷
永
俸

「閥
更
減
賦
」
は
更
賦
を
削
減
す
る
こ
と
を
い
う
。
更
賦
は
互
文
に
し
て
も
逼
じ
る
ほ
ど
、
更
と
賦
と
の
濁
立
性
が
高

い
。
し
た
が
っ
て
顔
師
古
も
更
を
濁
立
に
更
卒
と
し
て
注
解
す
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
更
賦
関
係
史
料
の

ω
『
後
漢
書
』
明
一
帝
紀
の
更
賦
に

つ
い
て
も
李
賢
注
は
更
と
賦
と
を
分
割
し
て
注
解
し
て
い
る
。
唐
人
だ
け
で
な
く
如
淳
も
ま
た

ω『
漢
書
』
巻
七
昭
一
帝
紀
の
「
遁
更
賦
」
に
つ

い
て
、
す
で
に
第
一
章
で
言
及
し
た
よ
う
に

「更
に
三
品
有
り
。
:
:
:
遁
と
は
未
だ
更
鐘
を
出
だ
さ
ざ
る
者
な
り
」
と
、
更
と
遁
に
つ
い
て
の

- 20 

み
注
解
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
耳
目
灼
も

「
王
回
訪
問
」
の
更
賦
に
つ
い
て
「
皆
な
復
た
口
・
算
を
出
だ
す
」
と
賦
に
つ
い
て
の
み
注
穫
し
、

そ
れ

を
ロ
賦
と
算
賦
と
に
解
し
て
い
る
。
三
園
期
か
ら
唐
ま
で
の
注
調
停
家
た
ち
が
更
賦
を
更
と
賦
と
に
分
け
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
注
調
梓
家
た
ち
に
よ
れ
ば
更
賦
と
は
更
お
よ
び
賦
(
口
賦
・
算
賦
〉
な
の
で
あ
り
、
完
全
に
熟
し
た
単
一
の
用
語
で
は
な
か
っ
た
。

文
献
史
料
だ
け
で
は
な
い
。

哀
一
帝
期
建
卒
五
年
〈
前
二
)
八
月
づ
け
の
康
明
郷
奮
夫
客
・
骸
佐
玄
の
上
申
文
書
に
は
「
案
ず
る
に
張
等
、

(
『
居
延
漢
繍
考
緯
』
一

O
一
頁
四
六
五
、
園
版
二
三
頁
五
O
二
・
一

A
〉
と
述
べ
、
更
賦
が
複
数
の
内
容
を
表
す

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
賦
は
銭
だ
て
の
枚
取
で
あ
り
、
漢
代
で
は
七
歳
か
ら
一
四
歳
の
男
女
が
納
入
す
る
一
人
あ
た
り
二
三
銭

の
口
賦
と
一
五
歳
か
ら
五
六
歳
ま
で
の
男
女
が
納
入
す
る
一
人
あ
た
り
一
二

O
鎮
の
算
賦
を
基
本
要
素
と
し
て
含
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
過

更
銭
・
ロ
賦
・
算
賦
の
銭
だ
て
賦
課
の
組
瞳
を
示
す
場
合
に
、
負
携
の
も
っ
と
も
高
い
遁
更
銭
を
代
表
と
し
て
通
常
は
更
賦
と
よ
び
、
三
者
の 更

賦
を
皆
な
給
す
(
更
賦
皆
給
)
」



う
ち
一
つ
を
依
く
場
合
は
「
更
・
租
・
ロ
賦
」
・
「
更
・
算
」
な
ど
と
連
稽
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
問
題
に
な
る
の
は
更
賦
と
い
う
用
語
が
出
現
し
た
理
由
で
あ
る
。
熟
さ
な
い
用
語
で
あ
る
と
は
い
え
更
賦
は
制
度
用
語
と
し
て
前
漢

昭
一
帝
一
期
を
き
か
い
に
剣
然
と
時
期
を
劃
し
て
現
れ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
、
以
下
こ
の
黙
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
興
味
、
深
い
の
は
、
更

倦
・
践
更
の
用
語
を
と
も
な
う
力
役
史
料
の
存
在
が
、
盟
戴
舎
議
の
聞
か
れ
た
昭
一
帝
始
元
六
年
ハ
前
八
一
)
の
時
貼
ま
で
に
限
定
さ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。

そ
う
し
て
、

こ
れ
に
符
節
を
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
昭
一
帝
一
元
鳳
四
年
(
前
七
七
〉
以
後
更
賦
の
用
語
が
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
昭
一
帝
期
を
さ
か
い
に
更
衝
が
原
則
と
し
て
遁
更
銭
納
入
へ
韓
換
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
更
繕
の
原
則
銭
納
化
に
よ
っ
て
、
口
賦
・
算

賦
と
の
穂
合
が
可
能
と
な
り
更
賦
の
用
語
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
昭
一
帝
期
を
さ
か
い
と
す
る
「
口
賦
更
絡
の
役
」
あ
る
い
は
「
更
径
租
賦
」

か
ら
更
賦
へ
の
轄
化
は
、
献
労
働
原
則
か
ら
銭
納
原
則
へ
の
更
卒
義
務
の
形
態
轄
化
を
そ
の
根
幹
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
で
は
、

こ
の
形
態
轄
化
は
ど
の
時
離
で
、
何
を
契
機
と
し
て
起
き
た
の
か
。

『
漢
書
』
昭
一
帝
紀
元
鳳
四
年
(
前
七
七
〉
の
記
事
に
よ
る
と
、

し
た
が
っ
て
、
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元
鳳
三
年
以
前
の
未
納
更
賦
が
徴
牧
克
除
と
な
っ
て
い
る
。

少
な
く
と
も
元
鳳
年
開
以
前
に
こ
の
轄
化
が
あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
注
意
し
た
よ
う
に
、
元
鳳
改
元
の
前
年
、
す
な
わ
ち

始
元
六
年
二
月
に
は
「
有
司
に
詔
し
て
、
郡
園
が
奉
げ
し
所
の
賢
良
・
文
撃
に
民
の
疾
苦
す
る
所
を
聞
い
、
盟
鍛
・
権
酷
を
罷
め
ん
こ
と
を
議

せ
し
め
」

(
『
漢
書
』
昭
一
帝
紀
)
、

そ
の
結
果
七
月
に
は
椎
酷
を
麿
止
し
て
い
る
。
す
で
に
引
用
し
た
『
盟
鍛
論
』
水
早
篇
第
三
六
は
、
瞳
織
と
潜

の
専
費
制
施
行
に
よ
っ
て
更
揺
の
徴
震
が
極
端
に
増
加
し
、
社
曾
問
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
。
所
謂
盟
鍛
禽
議
に
お
い
て
議

論
の
劉
象
と
な
っ
た
も
の
は
、
主
題
で
あ
る
専
買
制
度
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
汲
生
し
て
き
た
様
ざ
ま
な
祉
舎
問
題
で
あ

っ
た
。
な
か
で
も
、
力
役
の
過
重
牧
奪
が
ひ
き
お
こ
す
諸
問
題
は

『
盤
鍛
論
』
の
各
篇
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
漢
書
』

に
は
盟
鍛
舎
議
の
主
題
と
な
っ
た
酒
専
買
の
鹿
止
の
み
し
か
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
盟
鍛
禽
議
の
結
果
と
し
て
様
ざ
ま
な
祉
曾
問
題
に
た
い

21 

し
で
も
一
定
の
針
策
が
講
じ
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
私
は
、
権
酷
の
麿
止
が
宣
言
さ
れ
た
始
元
六
年
七
月
に
前
後
し
て
、
盟
鍛
舎
議
で
問
題
と

な
っ
た
更
径
の
制
度
を
衣
年
度
す
な
わ
ち
元
鳳
元
年
以
降
改
定
し
、
盟
鍛
専
買
に
と
も
な
う
更
揺
の
凱
護
を
一
定
程
度
削
減
し
、
基
本
的
に
は
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銭
納
を
原
則
と
す
る
制
度
へ
轄
換
す
る
旨
の
決
定
が
な
さ
れ
た
も
の
と
推
定
し
た
い
。
そ
う
し
て
、
銭
納
制
度
貫
施
の
三
年
後
、
昭
一
帝
一
の
元
服

に
際
し
て
三
年
聞
の
未
納
更
賦
を
克
除
し
た
の
が
、
先
に
引
用
し
た
『
漢
書
』
昭
一
帝
紀
元
鳳
四
年
の
記
事
な
の
で
あ
る
。

更
賦
は
、
更
衝
が
鏡
納
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
口
賦
・
算
賦
と
の
組
合
が
可
能
と
な
り
、
制
度
用
語
と
し
て
出
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
昭

一
帝
始
元
六
年
の
盟
鎖
舎
議
を
契
機
と
し
て
質
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
後
、
更
賦
の
語
は
過
更
銭
・
口
賦
・
算
賦
の
穂
瞳
を
表
す
も
の

と
な
っ
た
。
特
別
に
傍
役
に
徴
護
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
は
、
銭
だ
て
の
租
税
と
し
て
園
家
に
支
排
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
演
口
氏
の

よ
う
に
更
賦
を
過
更
銭
そ
の
も
の
と
す
る
こ
と
も
、

で
あ
ろ
う
。

ま
た
更
賦
が
順
一
帝
期
以
後
租
税
化
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
基
本
的
に
は
誤
り
と
す
べ
き

盟
鍛
舎
議
を
契
機
と
し
て
昭
一
帝
期
に
更
賦
へ
の
轄
化
が
決
定
的
に
な
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
前
章
一
で
指
摘
し
た
尉
律
の
適
用
に
よ
る
卒
更
の

義
務
期
聞
の
饗
更
|
|
年
二
箇
月
践
更
か
ら
年
一
箇
月
践
更
へ
の
改
定
も
こ
の
昭
一
帝
期
に
な
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
安
首
で
あ
ろ
う
。

前
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-4一草
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
『
漢
書
』
食
貨
志
の

「
月
を
加
え
て
更
卒
と
帰
す
」
と
い
う
董
仲
野
の
上
言
お
よ
び
『
史
記
』
瀞
侠
列
俸
の
郭
解
の
事

例
か
ら
言
え
ば
、
武
一
帝
一
期
に
は
年
二
箇
月
践
更
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
ま
た
卒
更
三
形
態
の
う
ち
践
更
の
用
例
も
、
前
章
に
引
用
し
た

(

況

)

と
お
り
武
一
一
帝
期
ま
で
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
、
更
賦
出
現
以
後
に
は
見
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
れ
は
、
更
径
の
そ
れ
と
一
致
す
る
。
過
更
銭
へ
の
轄
化
に

よ
っ
て
卒
更
の
義
務
遂
行
が
銭
納
原
則
に
獲
っ
た
た
め
、
特
に
徴
接
さ
れ
て
居
更
す
る
以
外
は
過
更
銭
納
入
が
一
般
と
な
っ
た
。
そ
れ
故
律
に

卒
更
規
定
は
あ
っ
て
も
、
卒
更
の
首
番
期
聞
に
入
る
こ
と
を
意
味
す
る
践
更
の
存
在
自
瞳
が
無
意
味
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
論
衡
』
射
短
篇

の
記
述
は
、
後
漢
初
に
は
質
務
を
捨
嘗
す
る
下
級
吏
員
の
衣
元
で
は
居
更
の
由
来
が
分
か
ら
な
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い

る
。
そ
う
し
て
漢
末
に
は
、
碩
恩
一

4

服
皮
で
さ
え
す
で
に
理
解
し
え
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
尉
律
適
用
に
よ
る
卒
更
の
義
務

期
間
の
襲
吏
時
期
を
特
定
す
る
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
は
あ
る
が
、
更
径
の
銭
納
化
に
と
も
な
う
更
賦
の
出
現
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た

(

幻

)

蓋
然
性
が
高
い
の
で
あ
る
。



お

わ

り

tこ

断
片
的
な
史
料
を
も
と
に
か
な
り
の
推
論
を
加
え
て
到
達
し
た
漢
代
の
更
卒
制
度
に
閲
す
る
小
論
の
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

卒
更
制
度
は
、
一
五
歳
か
ら
五
六
歳
に
い
た
る
成
年
男
子
が
負
躍
す
る
地
方
的
径
役
|
更
俸
の
制
度
的
編
成
で
あ
り
、
一
更
一
箇
月
を
車
位

期
間
と
し
て
編
成
さ
れ
た
。
秦
・
漢
初
期
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
義
務
は
一
年
聞
に
二
更
と
さ
れ
、
半
年
ご
と
に
一
更
一
箇
月
の
傍
役
義
務
を
果

た
す
も
の
で
あ
っ
た
。
更
卒
は
、
年
間
二
更
の
卒
更
の
義
務
を
践
更
・
居
更
・
遁
更
の
三
形
態
に
よ
っ
て
遂
行
し
た
。
践
更
は
五
箇
月
の
非
番

期
間
の
あ
と
卒
更
の
嘗
番
が
め
ぐ
っ
て
き
て
そ
の
義
務
途
行
期
聞
に
入
る
こ
と
、
居
更
は
卒
更
の
義
務
を
寅
際
の
献
労
働
に
よ
っ
て
果
た
す
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
代
行
者
を
雇
っ
て
義
務
を
果
た
す
こ
と
が
あ
っ
た
。
遁
更
は
、
践
更
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
就
労
す
べ
き
力
役
が
な
か

っ
た
り
、
あ
っ

て
も
就
第
せ
ず
に
義
務
期
聞
が
経
過
し
た
場
合
、
遁
更
銭
を
納
入
し
て
こ
の
義
務
を
果
た
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
規
定
は
、

昭
一
帝
一
の
始
元
六
年
の
瞳
鍛
舎
議
を
契
機
と
し
て
、
以
後
一
年
一
更
に
改
定
さ
れ
、
同
時
に
過
更
銭
納
入
を
原
則
と
し
て
賦
銭
化
さ
れ
た
。
更
循

の
賦
銭
化
は
、
従
来
の
口
賦
・
算
賦
と
の
綿
合
を
可
能
と
し
、
そ
れ
ら
を
縮
瞳
と
し
て
指
示
す
る
更
賦
が
制
度
用
語
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
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小
論
の
し
め
く
く
り
と
し
て
卒
更
制
度
に
よ
っ
て
祉
舎
的
に
編
成
さ
れ
る
第
働
の
規
模
と
特
質
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。

卒
更
制
度
は
一
商
人
・
手
工
業
者
を
も
含
め
た
祉
舎
の
全
成
員
が
負
携
す
る
不
自
由
第
働
で
あ
り
、
二
三
歳
停
籍
制
度
に
よ
っ
て
、
農
民
が
一

更
一
年
の
衛
卒
や
成
卒
な
ど
の
兵
役
義
務
を
負
う
正
衛
の
更
の
制
度
と
は
次
元
を
異
に
す
る
力
役
の
制
度
的
編
成
で
あ
っ
た
。
更
卒
は
蘇
を
基

礎
単
位
と
し
、
そ
の
上
部
機
構
で
あ
る
郡
に
よ
っ
て
ま
ず
地
方
社
舎
次
元
で
集
積
・
編
成
さ
れ
る
の
が
そ
の
特
色
で
あ
る
。
藤
田
勝
久
氏
が
指

摘
す
る
よ
う
に
郡
規
模
を
こ
え
る
中
央
的
径
役
は
必
要
に
麿
じ
て
臨
時
に
編
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
制
度
的
な
中
央
的
復
役
編
成
は
存
在
し
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、
秦
漢
期
の
租
賦
牧
取
が
ま
ず
郡
を
車
位
と
し
て
地
方
に
集
積
さ
れ
、
郡
園
か
ら
の
貢
賦
に
よ
っ
て
中
央
財
政
が
構
成
さ
れ

(
お
〉

る
の
と
一
般
で
あ
る
。
秦
漢
期
に
は
財
務
編
成
に
お
い
て
も
、
人
間
務
働
の
国
家
的
編
成
に
お
い
て
も
、
ま
だ
中
央
集
権
的
編
成
は
完
成
し
て

23 
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い
な
い
の
で
あ
る
。
秦
漢
専
制
園
家
の
形
成
と
権
力
編
成
の
中
央
集
権
化
と
は
匝
別
し
て
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
更
卒
の
組
睦
を
概
算
す
る
と
膨
大
な
量
と
な
る
。
前
漢
末
の
人
口
六
千
高
を
基
準
と
し
て
武
一
帝
期
の
そ
れ
を
五
千
商
人
と
伊
限
定
し
て
み

(MC 

ょ
う
。
こ
の
五
千
商
人
の
う
ち
六

O
%が
一
五

1
五
六
歳
の
屠
を
構
成
す
る
と
考
え
る
と
、
三
千
菌
人
の
成
年
男
女
が
と
り
だ
せ
る
。
更
卒
の

負
捲
者
は
男
子
で
あ
る
か
ら
男
女
比
を
五

O
%づ
っ
と
す
る
と

一
五

O
O寓
人
の
更
卒
義
務
負
捨
者
が
み
い
だ
せ
る
。
こ
の
中
か
ら
遊
境
警

備
の
成
卒
最
大
八

O
高
(
北
逃
六

O
高
、
南
迭
二

O
高
)
、
首
都
警
備
の
街
土
(
卒
)
五
寓
お
よ
び
復
除
が
適
用
さ
れ
る
官
吏
十
数
菌
、
合
計
約
百

高
の
更
卒
克
除
者
を
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
捨
象
す
る
。
彼
ら
は
年
間
二
箇
月
就
役
す
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
総
量
は
三
千

高
箇
月
と
な
る
。
年
単
位
に
直
す
と
毎
年
二
五

O
商
人
が
得
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
約
二
五

O
商
人
が
地
方
的
径
役
に
通
年
に
わ
た
っ
て
就
労
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
二
五

O
寓
人
の
州
労
働
は
一

O
O除
り
の
郡
園
単
位
に
集
積
さ
れ
、
各
郡
太
守
の
も
と
に
指
揮
・
編
成
さ
れ
、
消
費

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
今
日
の
大
企
業
に
ま
さ
る
と
も
劣
ら
な
い
務
働
の
指
揮
権
を
各
郡
太
守
が
も
つ
の
で
あ
り
、
こ
の
指
揮
権
の
本
質
を
規
定
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す
る
こ
と
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
秦
漢
園
家
の
特
質
が
解
明
で
き
る
の
で
あ
る
。

問
題
に
な
る
の
は
そ
の
M

労
働
の
内
容
で
あ
る
。
更
卒
の
カ
役
に
は
、
藤
田
勝
久
氏
が
具
臨
例
を
奉
げ
る
よ
う
に
、

ω城
壁
構
築
作
業
を
代
表

と
す
る
道
路

・
倉
庫

・
濠

・
官
府
な
ど
城
邑
建
造
に
闘
す
る
も
の
、

ω潅
概
水
利
事
業
や
河
川
の
治
水
工
事
、

ω郡
豚
内
の
租
税
を
郡
治
所
ま

(

お

)

で
験
迭
す
る
蹄
運
勢
働
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
う
ち、

ωは
租
税
牧
奪
の
附
加
的
牧
取
で
あ
り
、
園
家
に
よ
る
剰
儀
第
働
牧
奪
の
一
環
を
な
す

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ωω
に
つ
い
て
は
説
明
が
要
る
。
こ
れ
ら
の
絡
役
に
よ
る
生
産
物
の
大
部
分
は
、
農
民

・
手
工
業
者
た
ち
の
個
別
的

経
営
の
外
部
に
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
が
吐
曾
的
に
再
生
産
さ
れ
る
た
め
に
必
要
な

一
般
的
な
生
産
諸
後
件
や
自
然
も
し
く
は
外
部
か
ら

の
脅
威
の
祉
曾
的
防
御
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
別
的
経
営
の
衣
元
か
ら
見
れ
ば
、
更
卒
の
径
役
は
剰
徐
州
労
働
を
意
味
す

る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
社
曾
的
再
生
産
の
次
元
で
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
彼
ら
の
生
活
の
地
方
的
再
生
産
に
飲
く
こ
と
の
で
き
な
い
必
要

州
労
働
で
も
あ
る
。
農
民
の
み
が
負
捨
す
る
正
の
兵
役
と
は
異
な
り
、
更
卒
が
各
地
方
祉
舎
の
男
子
全
成
員
が
参
加
す
る
義
務
で
あ

っ
た
こ
と
は

首
然
と
言
え
る
。
郡
太
守
の
指
揮

・
編
成
す
る
更
卒
の
力
投
は
枇
舎
的
に
必
要
な
共
同
第
働
な
の
で
あ
っ
た
。



し
か
し
漢
代
社
舎
は
、
こ
の
祉
曾
的
共
同
労
働
の
指
揮
・
編
成
を
任
務
と
し
、
吐
舎
か
ら
は
相
封
的
に
切
り
離
さ
れ
た
皇
帝
を
は
じ
め
と
す

る
十
数
高
人
の
官
僚
・
吏
員
及
び
そ
の
家
族
を
擁
す
る
政
治
的
支
配
階
組
と
六
千
高
人
の
被
支
配
階
紐
と
に
分
裂
し
た
祉
舎
で
あ
り
、
そ
の
祉

〈

お

)

曾
的
再
生
産
は
結
局
は
こ
の
階
級
関
係
の
維
持
と
再
生
産
を
意
味
す
る
。
現
賓
の
第
働
に
よ
っ
て
義
務
が
果
た
さ
れ
た
秦

・
漢
初
期
に
あ
っ
て

は
、
本
質
的
に
は
不
自
由
労
働
で
あ
り
、
剰
品
防
相
労
働
牧
奪
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
更
卒
の
揺
役
は
な
お
肯
定
的
性
格
を
も
具
有
し
て
い
た
。

し

(

幻

)

か
し
、
更
賦
と
し
て
鋳
貨
も
し
く
は
こ
れ
に
相
嘗
す
る
布
吊
な
ど
現
物
に
よ
る
代
納
に
饗
え
ら
れ
た
前
漢
後
期
以
後
、
更
卒
の
義
務
は
そ
の
具

と
感
じ
た
漢
人
の
質
感
は
、
こ
う
し
て
我
わ
れ
の
共
感
と
な
る
。

瞳
的
側
面
を
は
ぎ
と
ら
れ
て
基
本
的
に
は
剰
徐
生
産
物
牧
奪
に
そ
の
性
格
を
轄
化
す
る
。

口
賦
更
揺
の
役
あ
る
い
は
更
賦
の
牧
奪
が
最
も
重
い
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註(

1

)

油
田
口
重
園

「践
更
と
過
更
|

|
如
淳
設
の
批
剣
||
」
、
「同
補
遺
」

(『秦
漢
階
唐
史
の
研
究
』
上
倉
東
京
大
皐
出
版
曾

一
九
六
六
年

一九一一一一一
年
初
出
)

個
々
の
論
黙
で
は
異
な
る
見
解
を
も
つ
が
基
本
的
に
は
限
度
|
漬
口

設
に
近
い
皐
設
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。

同
西
国
太

一
郎
「
漢
の
正
卒
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
の
文
化
と
祉
曾
』
第

一
輯
一
九
五

O
年
)
、
「
漢
の
正
卒
に
関
す
る
諸
問
題
」
(
『
東
方
皐
』

第一

O
輯

一
九
五
五
年
)

制
西
村
元
佑
「
漢
代
の
箔
役
制
度
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第
一
一
一
巻
第
五

統

一
九
五
三
年
)

仙
米
田
賢
次
郎

「漢
代
後
役
回
数
に
関
す
る

一
試
論
」
(
『
東
方
畢
報
』

京
都
第
二
七
加

一
九
五
七
年
)

仙
楠
山
修
作
「
算
賦
課
徴
の
務
象
に
つ
い
て
」
(『中
園
古
代
史
論
集
』

一
九
七
六
年

一
九
六
七
年
初
出
)
、

「漢
代
に
お
け
る
園
家
財
政
に
つ

い
て
」

(
『
史
林
』
第
六
九
谷
第
三
統

一
九
八
六
年
、
の
ち
同
氏
者

『
中
園
古
代
園
家
論
集
』

一
九
九
O
年
に
枚
録
〉
等

同
越
智
重
明
「
前
漢
時
代
の
傍
役
に
つ
い
て
」
(
『法
制
史
研
究
』
第
二

五
披
一
九
七
六
年
)

山
山
田
勝
芳
「
漢
代
の
算
と
役
」
(
『
東
北
大
率
教
養
部
紀
要
』
第
二
八

銃

一
九
七
八
年
〉
、
「
後
漢
時
代
の
待
役
と
兵
役
」
(
『
歴
史
』
第
六
六

輯

一
九
八
六
年
〉

ω藤
田
勝
久
「
漢
代
の
箔
役
勢
働
と
そ
の
運
営
形
態
」

(
『
中
園
史
研

究
』
第
八
銃
一
九
八
四
年
)

ω重
近
啓
樹

「秦
漢
に
お
け
る
箔
役
の
諸
形
態
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
第

四
九
巻
第
三
銃

一
九
九

O
年
)

(

2

)

卒
中
苓
次

「漢
代
の
家
族
の
復
除
と
『
軍
賦
』
の
負
捻
」
(
『
中
園
古

戸

h
u
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代
の
回
制
と
税
法
』
東
洋
史
研
究
曾

出
)
。如

淳
卒
中
設
に
近
い
先
行
摩
設
と
し
て
、
吉
田
虎
雄
『
雨
渓
租
税

の
研
究
』
第
六
節
「
箔
役
及
び
更
賦
」
〈
大
阪
屋
放
蓄
広

一
九
四
二

年
)
が
あ
り
.
如
淳
設
に
基
づ
く
諸
説
の
監
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
淡
代
の
箔
役
制
度
に
関
す
る
論
文
と

し
て
伊
藤
徳
男

「政
代
の
絡
役
制
度
に
つ
い
て
|
|董
仲
野
の
上
言
と

『
漠
欝
儀
』

と

の
解
緯
を
め
ぐ
っ
て
||
」
(
『古
代
曲
学
』
第
八
巻
第
二
統

一
九
五
九

年
〉
が
あ
る
。
中
園
に
お
け
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
(

l

)

山

田

・
重
近
論
文
を
参
照
。

(
3
)

た
と
え
ば
、
近
年
兵
役

・
箔
役
制
度
を
精
力
的
に
研
究
し
て
い
る
前

掲
註
(
1

)

山
田
勝
芳

・
藤
田
勝
久

・
重
近
啓
樹
諸
氏
の
諸
論
文
は
、
限

度
山
由
口
設
を
前
提
に
し
な
が
ら
秦
漠
期
に
お
け
る
卒
の
具
践
的
労

働

・
編
成
形
態
、
中
央
的
絡
役
と
地
方
的
得
役
と
の
相
互
関
係
、
算
と

術
役
と
の
関
係
、
歴
史
的
愛
遜
な
ど
に
焦
貼
を
あ
て
て
新
し
い
動
向
を

切
り
開
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(

4

)

律
設
は
後
漢
期
に
で
き
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
後
漢
書
』
陳
穏
健
第

三
六
に
、
彼
の
言
葉
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
停
え
る
。

漢
輿
以
来
。
三
百
年
。
愈
令
梢
増
。
科
篠
無
限
。
叉
律
有
三
家。

其
設
各
異
。

ま
た
、

『
音
書
』
巻
一一一

O
刑
法
志
に
、
諸
儒
に
よ
る
律
章
句
の
作
成
を

述
べ

て、後
人
生
意
。
各
徳
一翠
旬
。
叔
孫
宣
・
郭
令
卿

・
馬
融

・
鄭
玄
諸
儒

章
句
十
有
徐
家
。
:
:
:
天
子
於
是
下
詔
。
但
用
郎
氏
章
句
。
不
得

難
用
除
家
。

一
九
六
七
年

一
九
五
五
年
初

と
見
え
る
。

一
方
、

『
史
記
』
『
漢
書
』
諸
注
の
中
に
引
か
れ
る
律
設

の
中
で
は
、

『
漢
詩
国
』
各

一
四
諸
侯
王
表
序
の
顔
師
士
口
所
引
張
安
注
が

唯
一
「
律
鄭
氏
設
」
と
そ
の
著
者
を
明
記
し
て
い
る
。

「律
鄭
氏
設
」

が
郷
玄
の
律
一部
句
で
あ
り、

律
設
で
あ
る
と
す
れ
ば
後
漢
末
ま
で
降
る

こ
と
に
な
る
。
後
漢
期
以
後
、
律
の
解
穫
祭
が
盛
ん
と
な
っ
た
の
で
あ

り、

律
設
も
後
漠
期
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

(
5
)

『
論
衡
』
の
解
緯
は
、
責
陣
『
論
衡
校
四
梓
』

に
よ
る
。
た
だ
、
黄
氏

が
ご
業
使
民
」
の
業
を
哉
と
改
め
る
黙
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
な
意

義
を
み
い
だ
せ
な
い
の
で
原
文
の
と
お
り
解
緯
し
て
お
き
た
い
。

(

6

)

別
に
秦
始
皇
陵
の
刑
徒
墓
か
ら
出
土
し
た
一
八
件
の
瓦
文
に
も

「居

貨
」
な
る
用
語
が
見
え
、
た
と
え
ば

「楊
民
居
費
武
徳
公
士
契
必
」
な

ど
と
あ
る
(
亥
仲
一

・
程
皐
翠

「秦
始
皇
陵
西
側
刑
徒
墓
地
出
土
的
瓦

文
」

『
中
園
考
古
風
平
合
第
二
次
年
合
論
文
集
』
文
物
出
版
社

一
九
八

O
年
)
。
居
貨
と
は
労
役
に
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
罪
過
や
債
務
を
償

う
も
の
で
あ
り
、
文
献
に
見
え
る
居
作
と
同
列
の
用
語
で
あ
ろ
う
。
た

と
え
ば
『
周
躍
』
門
事
裁
の
「
覧
者
使
守
積
」
に
附
す
鄭
司
農
注
に
「
耳
元

首
作
完
。
謂
但
居
作
三
年
。
不
帰
帥
医
者
也
」
と
あ
る
。

(

7

)

重
近
啓
樹
氏
は
、
就
役
方
式
に
つ
い
て

「年
開
十
二

箇
月
に
お
い

て
、
更
箔
の
賦
課
封
象
と
な
る
成
年
男
子
が
十
二
の
グ
ル

ー
プ
(
組
)

に
分
け
ら
れ
、
彼
ら
が
順
次
、

一
箇
月
づ
っ
交
代
で
就
役
す
る
」
も
の

と
推
定
し
て
い
る
(
前
掲
註
(
1

)

重
近
論
文
)
。
史
料
的
根
擦
を
紋
い

て
い
る
が
、
践
更
は
恐
ら
く
こ
の
よ
う
な
交
番
を
も
規
定
す
る
も
の
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
8
〉
重
近
啓
樹
氏
も
、

「戟
園
祭
漢
以
後
、
雨
漢
を
通
じ
て
毎
年

-
筒
月

の
就
役
が
、
更
箔
の

一
般
的
な
就
役
方
式
で
あ
っ

た」

と
考
え
、
「
五

- 26ー



27 

箇
月
聞
の
就
役
の
後
、
交
代
す
る
替
制
」
は
「
漢
初
期
の
短
期
聞
に
止

ま
っ
た
と
み
」
て
〈
前
掲
註
(

1

)

章
近
論
文
)
、
油
田
口
氏
の
設
法
を
踏

襲
し
て
い
る
。

(

9

)

前
掲
註
〈
2
)
伊
藤
論
文
参
照
。
た
だ
、
伊
藤
氏
は
五
年
目
ご
と
に
五

箇
月
、
つ
ま
り
卒
均
年
一
箇
月
と
考
え
る
。

(
叩
〉
秦
簡
廠
苑
律
に
も
「
鋳
早
者
除
一
更
」
(
『
雲
夢
陵
虎
地
秦
墓
』
図
版

五
八
・
第
八

O
関
文
物
出
版
社
一
九
八
一
年
)
と
あ
り
、
更
が
皐

位
義
務
期
間
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(
日
)
前
掲
註
(

2

)

伊
藤
論
文
参
照
。
た
だ
伊
藤
氏
は
、
「
加
月
」
を
年
に

よ
り
二
箇
月
か
三
箇
月
と
考
え
る
。

(
辺
〉
『
臨
邸
餓
論
』
の
解
緯
は
、
湯
樹
逮
『
醗
銭
論
要
穆
』
に
よ
る
。

(
日
)
前
掲
註
(
2
〉
越
智
論
文
参
照
。

(

M

)

重
近
啓
樹
氏
は
、
「
更
待
徴
設
権
は
従
来
の
豚
か
ら
、
武
帝
期
頃
を

劃
期
と
し
て
郡
〈
園
)
に
移
り
、
同
腕
は
そ
の
下
で
寅
務
執
行
機
開
化
し

て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
」
る
(
前
掲
註
(
1
〉
論
文
〉
。
し
か

し
、
萄
郡
太
守
文
翁
の
例
は
景
脅
一
期
の
例
で
あ
り
、
遅
く
と
も
漢
の
郡

鯨
制
が
確
立
し
た
奥
楚
七
園
の
飢
卒
定
後
に
は
郡
闘
が
更
循
編
成
権
を

も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
可
能
性
も
棄
て

き
れ
な
い
。

(
日
)
公
孫
弘
の
奏
請
に
よ
っ
て
裁
可
さ
れ
た
博
士
弟
子
員
設
置
の
制
詔
に

も
、
「
震
博
士
官
。
置
弟
子
五
十
人
。
復
其
身
。
太
常
揮
民
年
十
八
以

上
儀
朕
端
正
者
。
補
博
士
弟
子
。
」
と
見
え
る
(
『
漢
書
』
巻
八
八
儒
林

惇
)
。
こ
の
場
合
の
「
復
身
」
は
少
な
く
と
も
一
八
歳
以
上
の
博
士
弟

子
に
た
い
す
る
箔
役
菟
除
で
あ
り
、
萄
郡
の
皐
官
弟
子
と
同
様
の
一
史
筏

の
菟
除
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
前
掲
註

(

1

)

重
近
論
文
に
も
考
誼
が
あ
る
。
な
お
、
藤
田
勝
久
氏
は
、
更
卒
の

義
務
期
聞
を
二
三
歳
か
ら
と
み
な
し
て
い
る
が
(
前
掲
註
(1
〉
論
文
)
、

正
衡
の
義
務
期
聞
と
と
も
に
再
考
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
前
掲
註
(

1

)

山
田
七
八
・
八
六
年
論
文
お
よ
び
重
近
論
文
参
照
。

(
幻
)
重
近
啓
樹
氏
は
、
こ
う
し
た
臨
時
間
待
役
を
更
筏
の
枠
外
に
あ
る
雑

役
と
更
悼
閣
の
鎚
役
で
あ
る
「
大
徳
役
」
と
に
区
分
し
て
い
る
(
前
掲
註

(
1
)
論
文
)
。

ハ
国
)
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
な
お
拙
稿
『
中
園
古
代
社
曾
論
』
第
三
議

「分

田
農
民
論
」

(
青
木
書
庖

一
九
八
六
年
)
参
照
。

(
四
)
卒
中
氏
「
漢
書
食
貨
志
に
見
え
る
『
更
賦
』
に
つ
い
て
」
(
『
立
命
館

文
拳
』
第
二
六
四
・
二
六
五
合
併
説
一
九
六
七
年
)
。
更
賦
の
理
解

に
つ
い
て
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
い
く
つ
か
の
見
解
が
あ
る
。
西
村
元
佑

氏
は
、
屯
成
一
年
・
力
役
一
年
制
の
駿
止
に
と
も
な
っ
て
新
設
さ
れ
た

宙
開
役
菟
除
銭
を
更
賦
と
み
な
す
(
前
掲
註
(
1
〉
西
村
論
文
)
。
楠
山
修

作
氏
は
、
算
賦
・
更
賦
の
用
語
自
鐙
を
認
め
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
算
銭
・
更

の
役
・
賦
銭
で
あ
る
と
理
解
す
る
(
前
掲
註
(

1

)

楠
山
著
書
〉
。
越
智

重
明
氏
は
、
成
迭
の
更
、
正
の
役
の
更
、
更
卒
の
更
の
三
種
が
更
賦
で

あ
っ
た
と
考
え
る
(
前
掲
註
ハ
1
〉
越
智
論
文
)
。
ま
た
山
田
勝
芳
氏
は
、

基
本
的
に
は
更
賦
H

過
更
銭
設
に
立
つ
が
、
『
盤
餓
論
』
的
用
法
が
場

合
に
よ
っ
て
は
後
漢
時
代
に
ま
で
見
ら
れ
た
と
考
え
る
(
「
秦
漠
時
代

の
復
除
(
一
)
|
|
秦
の
復
|
|
」
『
東
北
大
翠
数
養
部
紀
要
』
第
五

二
統
一
九
八
九
年
)
。

ハ
却
)
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
山
田
勝
芳
氏
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
(
「
王

芥
代
の
財
政
」

『
集
刊
東
洋
皐
』
第
一
三
一
一
銃
一
九
七
五
年
)
。
た
だ

こ
の
時
貼
で
は
、
山
田
氏
は
更
賦

n
過
更
銭
設
を
と
っ
て
い
る
。
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(
幻
)
践
更
に
か
か
わ
る
後
漢
期
の
史
料
と
し
て
『
績
漢
書
』
輿
服
志
第
一
一
一

O
に
「
今
下
至
賎
更
小
史
。
比
白
通
制
砲
車
衣
阜
縁
領
袖
中
衣
。
震
朝
服

云
。」
と
み
え
る
が
、
「
賎
更
」
が
践
更
を
指
示
す
る
か
ど
う
か
疑
問

で
あ
る
。
朝
阪
を
着
る
賎
更
小
史
な
の
で
あ
る
か
ら
、
官
府
の
最
下
級

の
交
番
吏
員
で
あ
り
、
省
時
走
卒
・
門
更
・
鈴
下

・
五
伯
な
ど
と
よ
ば

れ
た
卒
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
正
か
ら
徴
設
さ
れ
た
人
び
と
で

あ
り
、
中
央
官
府
の
正
術
に
劉
隠
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
拙
稿
「
中

園
古
代
専
制
園
家
論
」
(
『歴
史
評
論
』
第
五

O
四
統
一
九
九
二
年
)

参
照
。

(
辺
)
か
つ
て
私
は
、
演
口
設
に
よ
っ
て
更
賦
H
過
更
銭
と
考
え
た
こ
と
が

あ
る
(
「
漢
代
の
財
政
運
営
と
園
家
的
物
流
」
『
京
都
府
立
大
皐
皐
術

報
告
』
人
文
第
四
一
一
抗
一
九
八
九
年
〉
。
小
論
の
考
察
に
よ
っ
て
訂

正
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
残
さ
れ
た
問
題
と
し
て
過
更
銭
の
銭
額
が

あ
る
。
潰
口
重
園
氏
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
論
者
は
三

O
O銭
で
ほ

ぼ
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
、
三

O
O銭
で
は
過
更
銭
を
含
む
更
賦
負
猪

を
非
常
に
重
い
と
感
じ
た
漢
代
人
の
感
究
に
あ
わ
ず
、
問
題
を
残
し
て

い
る
。
筆
者
は
如
淳
の
卒
頁
二
千
銭
設
に
魅
力
を
感
じ
て
い
る
が
、
今

の
と
こ
ろ
は
綴
疑
と
し
て
お
き
た
い
。

(
幻
)
前
掲
註
(
幻
)
拙
稿
参
照
。

(

M

)

漢
代
の
人
口
構
成
比
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
(
幻
)
柿
稿
の
註
(

M

)

参

照
。

(
お
)
前
掲
註
(

1

)

藤
田
論
文
参
照
。
な
お
前
掲
註
(
1

)

重
近
論
文
も
雲
夢

秦
簡
の
徳
律

・
殿
苑
律
の
規
定
か
ら
①
豚
城
な
ど
の
堵
垣
、
禁
苑
な
ど

の
堕
壕
・
堵
垣
・
鑑
藩
の
定
期
的
な
築
造

・
補
給
、

②
豚
の
牛
馬
の
飼

育
者
な
ど
の
努
役
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
お
)
こ
の
論
黙
に
つ
い
て
は
、
な
お
拙
稿

「中
園
前
近
代
史
研
究
の
課
題

と
小
経
営
生
産
悼
悼
式
」
(
『中
園
史
像
の
再
構
成
』
総
論
第
二
章

文
理

閣
一
九
八
三
年
)
参
照
。

(
幻
)
賦
と
よ
ば
れ
る
銭
だ
て
の
租
税
が
布
吊
な
ど
の
財
物
で
も
代
替
さ
れ

た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
(
幻
)
拙
稿
を
参
照
。
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Ａ REAPPRAISAL OF THE corvEe LABOUR SYSTEM

　　　　　　　　　　

IN THE HAN PERIOD

へA/'atanabe Shin'ichiro

　　

The corvee labour (gengzu更卒) system consisted of the imposition

of one-month period of local labour service on males between the　age of

15 and 56. During Qin and early Han, two periods of labour service were

required every year, one every six months. Three terms associated with

this semi-annual　labour service were　ｊｉａｎｇｅｎｇ賤更,jugeng居更, and

guogeng過更. Jiangeng referred to becoming liable for labour service

after丘ve months off duty. Jugeng referred to fulfilling the obligation with

actual labour, personally or by hiring ａ substitute. Guogeng referred

to

　

fulfilling

　

the

　

obligation

　

by

　

paying

　

ａ

　

sum

　

of

　

money, known　as

guogengqian過更銭, either in case of there being no need for labour in

ａ given area or in the case of the given term ｅχpiring without actual labour

being supplied in person or through ａ substitute. After the debate on the

state monopolies of salt and iron in ８１Ｂ.C. (the 6 th year of Shiyuan 始元

in the reign of Zhaodi 昭帚), the periods of service required per year were

reduced from two to one, and simultaneously the practice of submitting

guogengqian was adopted as ａ general rule. The conversion of actual labour

service into a kind of tａχsuch as guogengqian made it possible to sum

it up together with poll taxes like koufu 口賦and suanfu 算賦, and the

term of gengfu 更賦came into use to refer to all of them as ａ whole.
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